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北

魏

に

お

け

る

所

謂

子

貴

母

死

に

つ

い

て

稲

田

友

音

は

じ

め

に

北
方
騎
馬
民
族
社
会
に
お
け
る
女
性
の
地
位
が
農
耕
社
会
に
比
し
て
高
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
江
上
波
夫
氏
は
「
一
般
に
遊
牧

騎
馬
民
族
で
は
婦
女
子
の
位
置
が
男
子
と
対
等
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
こ
と
に
君
長
の
后
妃
は
政
治
に
も
軍
事
に
も
大
き
な
発
言
権
を
持
っ

て
い
」(

)

た
と
し
て
い
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
四
世
紀
末
に
鮮
卑
拓
跋
部
が
建
国
し
た
北
魏
に
お
い
て
も
、
所
謂
漢
化
政
策
を
孝
文
帝
と
と

1

も
に
推
進
し
た
文
明
太
皇
太
后
馮
氏
（
以
下
、
馮
太
后
と
い
う
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
性
が
政
治
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
事
例
が

散
見
さ
れ
る
。
ま
た
北
斉
の
『
顔
氏
家
訓
』
巻
一
、
治
家
第
五
に
は

鄴
下
の
風
俗
、
専
ら
婦
を
以
て
門
戸
を
持
し
、
曲
直
を
争
訟
し
、
造
請
逢
迎
し
、
車
乗
は
街
衢
を
填
め
、
綺
羅
は
府
寺
に
盈
ち
、
子
に

代
わ
っ
て
官
を
求
め
、
夫
の
為
に
屈
を
訴
う
。
此
れ
乃
ち
恒
代
の
遺
風
か
。

と
あ
り
、
北
斉
の
一
般
家
庭
に
お
い
て
婦
女
の
権
限
の
強
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
北
朝
期
を
通
じ
て
女
性
の
地
位
が
高
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
。

し
か
し
そ
れ
に
先
立
つ
北
魏
後
宮
に
は
、
一
見
こ
の
よ
う
な
状
況
と
相
反
す
る
か
の
よ
う
な
、
皇
太
子
の
生
母(

)

に
死
を
賜
う
と
い
う
慣

2

習
（
以
下
、
子
貴
母
死
と
い
う
）
が
存
在
し
た
。
こ
の
慣
習
は
北
魏
の
太
祖
で
あ
る
道
武
帝
に
始
ま
り
、
孝
文
帝
の
時
代
ま
で
六
代
に
渡
っ

北
魏
に
お
け
る
所
謂
子
貴
母
死
に
つ
い
て
（
稲
田
）

－35－



-36-

東
洋
史
論
集
四
三

て
踏
襲
さ
れ
、
北
魏
後
宮
の
「
常
制
」(

)

と
称
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
北
魏
に
は
皇
帝
の
生
母
が
存
在
せ
ず
、
代
わ
っ
て
皇
帝
の
乳
母
が
皇

3

太
后
に
立
て
ら
れ
て
実
権
を
握
る
事
態
が
生
じ
た
。
そ
れ
ゆ
え
子
貴
母
死
は
北
魏
前
期
に
お
け
る
後
宮
の
権
力
構
造
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て

考
察
す
べ
き
非
常
に
重
要
な
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
。

子
貴
母
死
の
初
例
は
、
道
武
帝
末
期
に
あ
た
る
天
賜
六
年
（
四
〇
九
）
、
道
武
帝
に
よ
る
長
子
拓
跋
嗣
（
後
の
明
元
帝
）
の
生
母
で
あ
る

宣
穆
皇
后
劉
氏
（
以
下
、
劉
貴
人
と
い
う
）
へ
の
賜
死
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
魏
書
』
巻
三
、
太
宗
紀
（
以
下
、
『
魏
書
』
か
ら
の
引

用
は
巻
数
、
紀
・
伝
名
の
み
を
記
す
）
の
冒
頭
に

初
め
、
帝
（
明
元
）
の
母
、
劉
貴
人
に
死
を
賜
う
。
太
祖
、
帝
に
告
げ
て
曰
く
「
昔
、
漢
の
武
帝
、
将
に
其
の
子
を
立
て
ん
と
し
て
其

の
母
を
殺
す
は
、
婦
人
を
し
て
後
に
国
政
に
与
ら
し
め
、
外
家
を
し
て
乱
を
為
さ
し
め
ざ
れ
ば
な
り
。
汝
、
当
に
統
を
継
ぐ
べ
し
。
故

に
吾
、
遠
く
漢
武
と
同
じ
く
し
、
長
久
の
計
を
為
さ
ん
」
と
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
道
武
帝
は
劉
貴
人
へ
の
賜
死
に
つ
い
て
、
前
漢
武
帝
が
昭
帝
を
皇
太
子
に
立
て
る
際
に
鈎
弋
夫
人
に
死
を
賜
わ
る
こ
と
で

婦
人
の
国
政
関
与
と
外
戚
の
反
乱
を
防
い
だ
事
例
を
引
い
て
、
こ
れ
と
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
岡
崎
文
夫
氏
が
「
こ
れ
ま
っ
た
く
太
祖
の
意
中
か
ら
出
た
ご
と
く
、
要
す
る
に
婦
人
国
政
に
与
る
の
弊
を
た
め
ん
と
し
た

も
の
で
あ
る
」(

)

と
す
る
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
多
く
は
道
武
帝
の
言
に
依
拠
し
て
、
子
貴
母
死
の
目
的
は
婦
人
の
政
治
干
渉
と
外
戚
専
横

4

の
防
止
と
す
る(

)

。

ま
た
李
凴
氏(

)

は
道
武
帝
に
よ
る
劉
貴
人
へ
の
賜
死
の
現
実
的
原
因
が
道
武
帝
と
母
賀
氏
と
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
。

5

6

す
な
わ
ち
、
北
魏
の
前
身
で
あ
る
代
国
の
滅
亡
か
ら
北
魏
の
建
国
ま
で
の
間
、
道
武
帝
は
賀
氏
と
そ
の
出
身
部
族
で
あ
る
賀
蘭
部
の
庇
護
下

に
あ
り
、
三
八
六
年
に
は
賀
蘭
部
の
推
戴
を
受
け
て
代
王
の
位
に
つ
く
。
強
力
な
庇
護
は
同
時
に
抑
圧
と
な
り
、
こ
の
こ
と
が
、
道
武
帝
を

し
て
母
后
お
よ
び
そ
れ
と
強
固
な
つ
な
が
り
を
持
つ
外
戚
部
族
に
対
す
る
強
い
警
戒
心
を
抱
か
せ
、
劉
貴
人
へ
の
賜
死
を
実
行
さ
せ
た
。

李
氏
の
考
察
は
詳
細
で
首
肯
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
劉
貴
人
へ
の
賜
死
が
婦
人
の
政
治
干
渉
を
防
ぐ
と
い
う
中
国
王
朝
に
普
遍
的
な

問
題
へ
の
対
処
で
あ
り
、
も
し
く
は
道
武
帝
の
個
人
的
経
験
に
の
み
起
因
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
建
国
の
祖
法
と
は
い
え
他
の
時
代
に
例
を

見
な
い
子
貴
母
死
の
、
以
後
六
代
に
も
渡
る
踏
襲
の
理
由
や
そ
の
意
味
が
充
分
に
は
理
解
さ
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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北
魏
に
お
け
る
所
謂
子
貴
母
死
に
つ
い
て
（
稲
田
）

こ
れ
に
対
し
て
田
余
慶
氏(

)

は
主
に
道
武
帝
の
外
戚
で
あ
る
賀
蘭
部
と
明
元
帝
の
外
戚
で
あ
る
独
孤
部
に
対
す
る
「
離
散
諸
部
」、
所
謂

7

部
族
解
散
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
じ
て
、
子
貴
母
死
が
部
族
解
散
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
と
指
摘
す
る
。
慣
習
と
し
て
の
子
貴
母
死
は
他

の
王
朝
に
例
が
な
い
ば
か
り
か
、
建
国
以
前
の
拓
跋
部
に
も
確
認
さ
れ
ず
、
北
魏
前
期
に
の
み
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
時
代
的
特
徴

が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
田
氏
の
指
摘
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
但
し
田
氏
の
考
察
は
従
来
の
研
究
と
同
様
に
個
別
事
例

に
対
す
る
考
察
が
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず(

)

、
子
貴
母
死
と
部
族
解
散
と
の
接
合
点
が
充
分
に
明
ら
か
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

8

よ
っ
て
本
論
で
は
ま
ず
子
貴
母
死
の
背
景
と
し
て
拓
跋
部
の
君
主
と
そ
の
妻
母
お
よ
び
外
戚
の
関
係
性
を
把
握
し
た
上
で
、
初
例
と
な
っ

た
劉
貴
人
が
賜
死
さ
れ
た
当
時
の
状
況
を
分
析
し
、
当
慣
習
の
目
的
に
つ
い
て
再
考
察
す
る
。
次
い
で
皇
太
子
生
母
へ
の
賜
死
の
実
施
状
況

を
検
証
す
る
こ
と
で
、
常
制
化
の
過
程
と
そ
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

建

国

以

前

の

拓

跋

部

君

主

と

そ

の

妻

・

母

に

つ

い

て

江
上
波
夫
氏
は
内
陸
ユ
ー
ラ
シ
ア
遊
牧
騎
馬
民
族
に
お
け
る
君
主
位
の
継
承
は
、
王
族
の
血
統
の
中
か
ら
智
勇
・
才
幹
・
風
格
・
声
望
あ

る
も
の
を
氏
・
部
族
長
が
推
戴
・
承
認
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
た
と
す
る(

)

。
部
族
連
合
の
盟
主
で
あ
る
拓
跋
部
も
同
様
に
、
そ
の
君
主
位

9

を
拓
跋
氏
に
限
定
し
、
そ
の
中
で
「
勇
略
人
よ
り
過
ぐ
」(

)

れ
る
も
の
や
「
姿
質
雄
壮
に
し
て
、
甚
だ
威
略
有
」(

)

る
も
の
な
ど
が
選
ば

10

11

れ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
選
定
が
順
調
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
部
族
連
合
自
体
を
揺
る
が
す
混
乱
を
生
じ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。

九
代
君
主
の
賀
傉
の
君
主
位
の
継
承
は
そ
の
典
型
と
い
え
る
。
賀
傉
の
生
母
で
六
代
君
主
の
猗
㐌
の
嫡
妻
で
あ
っ
た
祁
氏
は
、
八
代
君
主

の
鬱
律
が
衆
心
を
掌
握
す
る
様
を
み
て
我
が
子
に
不
利
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
鬱
律
を
殺
害
し
、
こ
の
時
「
大
人
の
死
す
る
者
数
十
人
」(

)12

に
の
ぼ
っ
た
。
そ
し
て
実
子
賀
傉
が
君
主
の
位
に
立
つ
と
、
祁
氏
が
実
権
を
掌
握
し
、
当
時
襄
国
を
中
心
と
し
て
勢
い
盛
ん
で
あ
っ
た
後
趙

の
石
勒
と
結
び
、
世
に
女
国
と
称
さ
れ
た
と
い
う(

)

。
鬱
律
と
と
も
に
殺
害
さ
れ
た
大
人
が
数
十
人
に
上
る
と
い
う
こ
と
は
祁
氏
と
そ
の
出

13

－36－
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東
洋
史
論
集
四
三

身
部
族
で
構
成
さ
れ
た
勢
力
の
大
き
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
賀
傉
が
親
政
を
開
始
し
た
の
は
君
主
に
立
っ
て
四
年
後
、
恐
ら
く

は
祁
氏
の
死
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
「
諸
部
の
人
情
未
だ
悉
く
は
欵
順
な
ら
ざ
る
」(

)

状
況
に
あ
り
、
祁
氏
の
専
権
が
拓
跋
部
に

14

大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
い
で
賀
傉
の
後
を
継
い
だ
弟
の
紇
那
は
、
君
主
の
位
を
巡
っ
て
鬱
律
の
長
子
翳
槐
と
争
っ
た
。
紇
那
は
、
翳
槐
を
召
し
出
そ
う
と
し
て

こ
れ
を
保
護
し
て
い
た
舅
家
賀
蘭
部
に
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
自
身
は
宇
文
部
と
結
託
し
て
賀
蘭
部
と
対
立
し
た
。
こ
の
時
紇
那
は
賀
蘭
部
に

敗
れ
て
宇
文
部
の
も
と
に
出
奔
、
こ
れ
を
受
け
て
翳
槐
が
賀
蘭
部
に
推
戴
さ
れ
て
君
主
に
立
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
国
人
の
離
反
に
よ
り

紇
那
と
翳
槐
の
立
廃
が
繰
り
返
さ
れ
、
代
国
は
崩
壊
の
危
機
に
瀕
し
た(

)

。
つ
ま
り
、
紇
那
と
翳
槐
の
君
主
位
を
巡
る
争
い
は
宇
文
部
と
賀

15

蘭
部
の
争
い
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
特
に
翳
槐
が
紇
那
に
勝
っ
て
君
主
の
位
に
つ
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
ひ
と
え
に
賀
蘭
部
の
力
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
翳
槐
に
対
す
る
外
戚
賀
蘭
部
の
影
響
力
は
極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

北
魏
を
建
国
し
た
道
武
帝
も
ま
た
外
戚
の
力
で
君
主
の
位
に
つ
い
て
い
る
。
三
七
六
年
に
前
秦
苻
堅
に
よ
っ
て
代
国
が
滅
亡
し
た
時
、
代

王
什
翼
犍
の
孫
で
あ
る
道
武
帝
は
わ
ず
か
五
歳
で
あ
っ
た
。
李
憑
氏
に
よ
れ
ば
道
武
帝
は
母
賀
氏
と
と
も
に
代
王
什
翼
犍
を
捕
縛
し
て
前
秦

に
投
降
、
実
の
祖
父
を
捕
縛
し
た
と
い
う
罪
で
蜀
地
に
流
さ
れ
て
各
地
を
転
徙
し
た
後
、
代
北
に
戻
り
母
賀
氏
の
出
身
部
族
で
あ
る
賀
蘭
部

の
庇
護
を
受
け
た(

)

。
そ
し
て
賀
蘭
部
に
よ
り
推
戴
さ
れ
て
、
三
八
六
年
春
に
十
五
歳
で
代
王
の
位
に
つ
い
た
。
こ
の
よ
う
に
幼
く
し
て
流

16

亡
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
で
、
配
下
の
勢
力
を
持
た
ず
、
ま
た
部
族
政
治
に
つ
い
て
も
疎
か
っ
た
で
あ
ろ
う
道
武
帝
が
代
王
に
即
位
で
き

た
最
大
の
要
因
は
、
什
翼
犍
の
孫
で
あ
り
、
か
つ
有
力
部
族
で
あ
る
賀
蘭
部
出
身
の
母
を
持
つ
と
い
う
血
統
に
よ
っ
て
、
外
戚
部
族
の
推
戴

を
受
け
た
こ
と
に
第
一
の
要
因
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
を
も
っ
て
李
憑
氏
は
北
魏
建
国
時
に
お
い
て
道
武
帝
の
意
思
決
定
は
す
べ

て
賀
氏
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る(

)

が
、
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
賀
氏
お
よ
び
そ
れ
と
強
固
に
結
び
つ
い
て
い
る
出
身
部
族
の
勢

17

力
が
強
ま
る
の
は
当
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
拓
跋
君
主
は
し
ば
し
ば
母
お
よ
び
外
戚
部
族
の
制
御
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に

李
憑
氏
が
子
貴
母
死
の
原
因
と
し
て
挙
げ
た
道
武
帝
と
賀
氏
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
歴
代
君
主
は
代
国
が
部
族
連
合
と
い
う
形
を
と
る
が
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故
に
、
そ
の
君
主
権
の
強
弱
が
母
や
そ
の
出
身
部
族
か
ら
の
掣
肘
に
か
か
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
子
貴
母
死
成
立
の
重
要
な
要
素
で
あ

る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

二

子

貴

母

死

の

目

的

道
武
帝
末
期
の
天
賜
九
年
に
後
の
明
元
帝
で
あ
る
拓
跋
嗣
の
生
母
、
劉
貴
人
が
死
を
賜
り
、
こ
れ
が
六
代
続
く
子
貴
母
死
の
端
緒
と
な
っ

た
。
ま
ず
は
劉
貴
人
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
た
後
に
、
賜
死
が
実
施
さ
れ
た
当
時
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
子
貴
母
死
の
目

的
に
つ
い
て
再
考
察
し
た
い
。

（
１
）

劉
貴
人
と
独
孤
部

劉
貴
人
は
北
魏
貴
族
で
あ
る
八
姓
の
一
つ
、
独
孤
部
の
大
人
、
劉
眷
の
娘
で
あ
る
。
北
魏
建
国
の
初
年
に
あ
た
る
登
国
初
（
三
八
六
）
に

道
武
帝
の
夫
人
と
な
り
、
そ
の
長
子
で
あ
る
明
元
帝
を
出
産
す
る
。

独
孤
部
は
後
漢
初
に
塞
内
に
移
住
し
た
所
謂
南
匈
奴
の
流
れ
を
汲
む
。
拓
跋
の
始
祖
と
さ
れ
る
力
微
の
頃
に
は
す
で
に
拓
跋
部
と
つ
な
が

り
を
持
ち
、
代
国
内
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
大
人
が
鬱
律
の
娘
を
貰
い
受
け
て
生
ま
れ
た
劉
庫
仁
は
前
秦
苻
堅
に
よ

っ
て
代
国
が
滅
ぼ
さ
れ
た
後
、
前
秦
の
臣
下
と
し
て
旧
代
国
の
東
部
を
管
領
し
、
什
翼
犍
の
孫
で
あ
る
拓
跋
珪
も
一
時
そ
の
保
護
下
に
あ
っ

た
。
劉
貴
人
の
父
で
あ
る
劉
眷
は
こ
の
劉
庫
仁
の
弟
に
あ
た
る
。

し
か
し
北
魏
建
国
前
後
、
つ
ま
り
劉
貴
人
が
道
武
帝
の
夫
人
と
な
っ
た
前
後
に
、
独
孤
部
は
道
武
帝
と
対
立
し
た
。
三
八
三
年
に
劉
庫
仁

が
死
去
し
た
後
、
そ
の
弟
で
劉
貴
人
の
父
劉
眷
が
独
孤
部
を
率
い
た
が
、
二
年
後
に
は
劉
庫
仁
の
子
で
あ
る
劉
顕
が
劉
眷
を
殺
し
、
そ
の
地

位
を
継
い
だ
。
そ
の
後
劉
顕
は
即
位
し
た
道
武
帝
と
対
立
し
、
登
国
二
年
（
三
八
七
）
に
道
武
帝
の
親
征
を
受
け
て
西
燕
慕
容
永
の
元
に
逃

－38－
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掣
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い
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と
も
、
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母
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要
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目
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道
武
帝
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期
の
天
賜
九
年
に
後
の
明
元
帝
で
あ
る
拓
跋
嗣
の
生
母
、
劉
貴
人
が
死
を
賜
り
、
こ
れ
が
六
代
続
く
子
貴
母
死
の
端
緒
と
な
っ

た
。
ま
ず
は
劉
貴
人
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
た
後
に
、
賜
死
が
実
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さ
れ
た
当
時
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
子
貴
母
死
の
目

的
に
つ
い
て
再
考
察
し
た
い
。

（
１
）

劉
貴
人
と
独
孤
部

劉
貴
人
は
北
魏
貴
族
で
あ
る
八
姓
の
一
つ
、
独
孤
部
の
大
人
、
劉
眷
の
娘
で
あ
る
。
北
魏
建
国
の
初
年
に
あ
た
る
登
国
初
（
三
八
六
）
に

道
武
帝
の
夫
人
と
な
り
、
そ
の
長
子
で
あ
る
明
元
帝
を
出
産
す
る
。

独
孤
部
は
後
漢
初
に
塞
内
に
移
住
し
た
所
謂
南
匈
奴
の
流
れ
を
汲
む
。
拓
跋
の
始
祖
と
さ
れ
る
力
微
の
頃
に
は
す
で
に
拓
跋
部
と
つ
な
が

り
を
持
ち
、
代
国
内
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
大
人
が
鬱
律
の
娘
を
貰
い
受
け
て
生
ま
れ
た
劉
庫
仁
は
前
秦
苻
堅
に
よ

っ
て
代
国
が
滅
ぼ
さ
れ
た
後
、
前
秦
の
臣
下
と
し
て
旧
代
国
の
東
部
を
管
領
し
、
什
翼
犍
の
孫
で
あ
る
拓
跋
珪
も
一
時
そ
の
保
護
下
に
あ
っ

た
。
劉
貴
人
の
父
で
あ
る
劉
眷
は
こ
の
劉
庫
仁
の
弟
に
あ
た
る
。

し
か
し
北
魏
建
国
前
後
、
つ
ま
り
劉
貴
人
が
道
武
帝
の
夫
人
と
な
っ
た
前
後
に
、
独
孤
部
は
道
武
帝
と
対
立
し
た
。
三
八
三
年
に
劉
庫
仁

が
死
去
し
た
後
、
そ
の
弟
で
劉
貴
人
の
父
劉
眷
が
独
孤
部
を
率
い
た
が
、
二
年
後
に
は
劉
庫
仁
の
子
で
あ
る
劉
顕
が
劉
眷
を
殺
し
、
そ
の
地

位
を
継
い
だ
。
そ
の
後
劉
顕
は
即
位
し
た
道
武
帝
と
対
立
し
、
登
国
二
年
（
三
八
七
）
に
道
武
帝
の
親
征
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受
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て
西
燕
慕
容
永
の
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に
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東
洋
史
論
集
四
三

れ
、
そ
の
部
民
は
道
武
帝
に
率
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た(

)

。
こ
の
時
劉
貴
人
の
兄
で
あ
る
劉
羅
辰
は
劉
顕
と
行
動
を
共
に
せ
ず
、
騎
を
率

18

い
て
道
武
帝
に
降
り
、
後
に
は
道
武
帝
の
寵
愛
を
蒙
っ
て
南
部
大
人
を
拝
し
、
そ
の
後
中
原
平
定
に
従
い
軍
功
を
挙
げ
て
爵
永
安
公
を
賜
り
、

さ
ら
に
は
征
東
将
軍
・
定
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
た(

)

。
19

一
方
劉
貴
人
自
身
も
後
宮
内
に
お
い
て
高
い
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
巻
一
三
、
宣
穆
皇
后
劉
氏
伝
か
ら
わ
か
る
。
同
伝
に
は

道
武
宣
穆
皇
后
劉
氏
、
劉
眷
の
女
な
り
。
登
国
初
、
納
め
て
夫
人
と
為
し
、
華
陰
公
主
を
生
み
、
後
、
太
宗
を
生
む
。
后
、
専
ら
内
事

を
理
め
、
寵
待
加
う
る
有
る
も
、
金
人
を
鋳
す
る
成
ら
ざ
る
を
以
て
、
故
に
后
位
に
登
る
を
得
ず
。

と
あ
り
、
劉
貴
人
が
道
武
帝
の
長
子
で
あ
る
明
元
帝
を
出
産
し
、
ま
た
後
宮
の
諸
事
を
取
り
仕
切
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
、
道
武
帝
の
寵
愛

を
受
け
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
皇
后
へ
の
冊
立
が
考
え
ら
れ
た
も
の
の
金
人
を
鋳
る
儀
式(

)

に
お
い
て
失
敗
し
た
た
め
に
皇
后
に
立
て
ら
れ

20

る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

劉
貴
人
が
後
宮
諸
事
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
の
が
い
つ
頃
の
こ
と
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
天
興
元
年
（
三
九
八
）
に
入
宮
し
た

後
燕
慕
容
宝
の
末
娘
で
あ
る
慕
容
氏
が
天
興
三
年
（
四
〇
〇
）
に
道
武
帝
の
皇
后
に
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
慕
容
氏
が
皇

后
に
冊
立
さ
れ
る
天
興
三
年
ま
で
は
、
劉
貴
人
が
後
宮
后
妃
の
筆
頭
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
劉
貴
人
と
は
、
独
孤
部
と
い
う
有
力
部
族
の
大
人
の
娘
で
あ
り
、
道
武
帝
の
寵
愛
を
受
け
る
兄
を
も
ち
、
旧

独
孤
部
民
に
影
響
を
あ
た
え
得
る
存
在
で
あ
り
、
か
つ
後
宮
内
に
お
い
て
は
皇
帝
長
子
の
生
母
に
し
て
、
諸
事
を
取
り
仕
切
る
立
場
に
あ
っ

た
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
節
で
述
べ
た
よ
う
な
、
君
主
権
に
影
響
を
与
え
う
る
拓
跋
君
主
の
妻
・
母
の
典
型
的
な
人
物
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

（
２
）

賜
死
と
皇
位
継
承

そ
の
劉
貴
人
は
天
賜
六
年
（
四
〇
九
）
七
月
に
死
を
賜
っ
た
。
は
じ
め
に
挙
げ
た
巻
三
、
太
宗
紀
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
道
武
帝
の
言
か
ら
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も
、
そ
の
直
接
の
契
機
が
明
元
帝
へ
の
皇
位
継
承
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
に
当
時
の
明
元
帝
を
巡
る
皇
位
継
承
の
状
況
を

見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
道
武
帝
の
長
子
で
あ
る
明
元
帝
は
天
興
六
年
（
四
〇
三
）
に
諸
皇
子
と
と
も
に
王
に
封
じ
ら
れ
、
車
騎
大
将
軍
を
加
え
ら
れ
、
相
国

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
皇
位
継
承
の
最
有
力
候
補
で
は
あ
っ
た
が
、
正
式
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
即
位
以
前
に
戦

場
に
赴
い
て
軍
功
を
あ
げ
た
等
の
記
録
は
特
に
見
ら
れ
ず
、
相
国
の
地
位
に
あ
り
な
が
ら
も
実
際
は
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
実
績
に
乏
し

い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
人
の
有
力
な
候
補
者
が
道
武
帝
と
同
じ
く
什
翼
犍
の
直
系
の
孫
に
あ
た
る
衛
王
儀
で
あ
っ
た
。

衛
王
儀
は
「
長
七
尺
五
寸
、
容
貌
甚
だ
偉
に
し
て
、
美
し
き
鬚
髯
、
算
略
有
り
、
少
く
し
て
能
く
舞
剣
し
、
騎
射
は
人
に
絶
す
」(

)

と
称
さ

21

れ
、
代
国
滅
亡
時
か
ら
道
武
帝
と
行
動
を
共
に
し
、
建
国
後
は
戦
功
を
あ
げ
て
「
太
祖
、
儀
の
器
望
を
以
て
、
之
に
待
す
る
こ
と
尤
も
重
く
、

数
し
ば
其
の
第
に
幸
く
こ
と
、
家
人
の
礼
の
如
し
」(

)

と
い
う
よ
う
に
絶
大
な
信
頼
を
得
て
い
た
。
つ
ま
り
、
明
元
帝
は
道
武
帝
の
長
子
と

22

い
う
血
統
に
あ
る
も
の
の
、
拓
跋
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
資
質
に
は
乏
し
く
、
一
方
で
衛
王
儀
は
こ
れ
を
十
分
に
有
し
て
お
り
、
従
来
の
拓
跋

部
君
主
位
の
継
承
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
衛
王
儀
の
皇
位
継
承
の
可
能
性
も
大
い
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
明
元
帝

の
皇
位
継
承
は
盤
石
と
は
い
い
難
い
も
の
で
あ
り
、
例
え
明
元
帝
が
即
位
し
た
と
し
て
も
衛
王
儀
の
影
響
力
は
大
き
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。
ま
た
そ
う
な
る
と
形
勢
不
利
な
明
元
帝
を
後
援
す
る
と
い
う
名
目
で
生
母
劉
貴
人
の
出
身
部
族
で
あ
る
独
孤
部
が
台
頭
し
て
く
る
と

い
う
可
能
性
は
極
め
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
道
武
帝
は
北
魏
建
国
の
後
に
所
謂
部
族
解
散
を
断
行
し
た
。
こ
の
部
族
解
散
に
つ
い
て
は
す
で
に
数
多
く
の
研
究
の
蓄
積

が
あ
る
が
、
そ
れ
が
部
族
制
の
解
体
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
部
族
連
合
体
の
再
編
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
再
編
と
す
る
な
ら
ば
そ

れ
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
な
ど
、
未
だ
見
解
の
統
一
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い(

)

。
し
か
し
そ
の
目
的
が
部
族
勢
力
の
抑
止
と
皇
帝

23

権
力
の
強
化
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
道
武
帝
は
直
系
子
孫
へ
の
皇
位
継
承
を
必
ず
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
も
し
衛
王
儀
が
皇
位
を
継
承
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
嫡
統
確
立
の
方
向
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
部
族
政
治
へ
の
回
帰
を
生

む
危
険
性
を
孕
み
、
ま
た
明
元
帝
が
即
位
し
た
と
し
て
も
こ
れ
を
契
機
と
し
て
独
孤
部
が
台
頭
し
て
く
る
な
ら
ば
そ
れ
も
ま
た
由
々
し
き
事
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も
、
そ
の
直
接
の
契
機
が
明
元
帝
へ
の
皇
位
継
承
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
に
当
時
の
明
元
帝
を
巡
る
皇
位
継
承
の
状
況
を

見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
道
武
帝
の
長
子
で
あ
る
明
元
帝
は
天
興
六
年
（
四
〇
三
）
に
諸
皇
子
と
と
も
に
王
に
封
じ
ら
れ
、
車
騎
大
将
軍
を
加
え
ら
れ
、
相
国

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
皇
位
継
承
の
最
有
力
候
補
で
は
あ
っ
た
が
、
正
式
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
即
位
以
前
に
戦

場
に
赴
い
て
軍
功
を
あ
げ
た
等
の
記
録
は
特
に
見
ら
れ
ず
、
相
国
の
地
位
に
あ
り
な
が
ら
も
実
際
は
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
実
績
に
乏
し

い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
人
の
有
力
な
候
補
者
が
道
武
帝
と
同
じ
く
什
翼
犍
の
直
系
の
孫
に
あ
た
る
衛
王
儀
で
あ
っ
た
。

衛
王
儀
は
「
長
七
尺
五
寸
、
容
貌
甚
だ
偉
に
し
て
、
美
し
き
鬚
髯
、
算
略
有
り
、
少
く
し
て
能
く
舞
剣
し
、
騎
射
は
人
に
絶
す
」(

)

と
称
さ

21

れ
、
代
国
滅
亡
時
か
ら
道
武
帝
と
行
動
を
共
に
し
、
建
国
後
は
戦
功
を
あ
げ
て
「
太
祖
、
儀
の
器
望
を
以
て
、
之
に
待
す
る
こ
と
尤
も
重
く
、

数
し
ば
其
の
第
に
幸
く
こ
と
、
家
人
の
礼
の
如
し
」(

)

と
い
う
よ
う
に
絶
大
な
信
頼
を
得
て
い
た
。
つ
ま
り
、
明
元
帝
は
道
武
帝
の
長
子
と

22

い
う
血
統
に
あ
る
も
の
の
、
拓
跋
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
資
質
に
は
乏
し
く
、
一
方
で
衛
王
儀
は
こ
れ
を
十
分
に
有
し
て
お
り
、
従
来
の
拓
跋

部
君
主
位
の
継
承
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
衛
王
儀
の
皇
位
継
承
の
可
能
性
も
大
い
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
明
元
帝

の
皇
位
継
承
は
盤
石
と
は
い
い
難
い
も
の
で
あ
り
、
例
え
明
元
帝
が
即
位
し
た
と
し
て
も
衛
王
儀
の
影
響
力
は
大
き
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。
ま
た
そ
う
な
る
と
形
勢
不
利
な
明
元
帝
を
後
援
す
る
と
い
う
名
目
で
生
母
劉
貴
人
の
出
身
部
族
で
あ
る
独
孤
部
が
台
頭
し
て
く
る
と

い
う
可
能
性
は
極
め
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
道
武
帝
は
北
魏
建
国
の
後
に
所
謂
部
族
解
散
を
断
行
し
た
。
こ
の
部
族
解
散
に
つ
い
て
は
す
で
に
数
多
く
の
研
究
の
蓄
積

が
あ
る
が
、
そ
れ
が
部
族
制
の
解
体
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
部
族
連
合
体
の
再
編
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
再
編
と
す
る
な
ら
ば
そ

れ
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
な
ど
、
未
だ
見
解
の
統
一
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い(

)

。
し
か
し
そ
の
目
的
が
部
族
勢
力
の
抑
止
と
皇
帝

23

権
力
の
強
化
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
も
道
武
帝
は
直
系
子
孫
へ
の
皇
位
継
承
を
必
ず
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
も
し
衛
王
儀
が
皇
位
を
継
承
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
嫡
統
確
立
の
方
向
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
部
族
政
治
へ
の
回
帰
を
生

む
危
険
性
を
孕
み
、
ま
た
明
元
帝
が
即
位
し
た
と
し
て
も
こ
れ
を
契
機
と
し
て
独
孤
部
が
台
頭
し
て
く
る
な
ら
ば
そ
れ
も
ま
た
由
々
し
き
事
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史
論
集
四
三

態
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
皇
位
継
承
が
喫
緊
の
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
と
同
時
に
、
部
族
政
治
へ
の
回
帰
の
可
能
性
も

十
分
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
実
際
に
道
武
帝
の
死
の
直
後
に
表
面
化
し
た
。
明
元
帝
の
出
奔
か
ら
四
か
月
後
に
道
武
帝
が
次
子
の
拓
跋
紹
に
殺
害
さ
れ
た

時
の
こ
と
と
し
て
、
巻
一
六
、
清
河
王
紹
伝
に

肥
如
侯
賀
護
、
烽
を
安
陽
城
の
北
に
挙
ぐ
。
故
の
賀
蘭
部
の
人
、
皆
な
往
き
て
之
に
赴
く
。
其
の
余
の
旧
部
も
亦
、
子
弟
を
率
い
て
族

人
を
招
集
し
、
往
往
相
い
聚
ま
る
。

と
あ
り
、
清
河
王
紹
の
外
戚
部
族
で
あ
る
旧
賀
蘭
部
や
そ
の
他
の
旧
部
族
が
集
結
し
た
こ
と
が
分
か
る(

)

。
こ
れ
に
よ
り
部
族
勢
力
が
依
然

24

と
し
て
緊
急
事
態
に
あ
っ
て
部
を
挙
げ
て
素
早
く
対
応
で
き
る
ほ
ど
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
保
持
し
て
い
た
と
い
え
る(

)

。
25

以
上
か
ら
、
筆
者
は
劉
貴
人
へ
の
賜
死
は
、
明
元
帝
へ
の
皇
位
継
承
を
契
機
と
し
て
部
族
政
治
へ
の
回
帰
の
可
能
性
が
強
ま
っ
た
こ
と
が

直
接
的
原
因
で
あ
り
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る(

)

。
そ
し
て
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
性
格
上
、
子
貴

26

母
死
は
部
族
解
散
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
す
る
。

三

子

貴

母

死

の

常

制

化

で
は
次
に
、
明
元
帝
期
以
降
の
実
施
状
況
を
詳
し
く
見
る
こ
と
で
、
子
貴
母
死
が
い
か
に
し
て
常
制
と
な
り
、
ま
た
そ
の
性
格
を
変
化
さ

せ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

子
貴
母
死
が
実
施
さ
れ
た
道
武
帝
か
ら
孝
文
帝
の
間
に
皇
太
子
の
生
母
と
な
っ
た
も
の
は
全
部
で
八
人
で
あ
る
。
そ
の
内
、
前
節
で
考
察

し
た
劉
貴
人
以
外
に
「
故
事
」
や
「
旧
法
」
に
よ
っ
て
死
を
賜
っ
た
と
し
て
子
貴
母
死
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
が
史
料
に
明
記
さ
れ
る
の
は
、

献
文
帝
の
生
母
で
あ
る
元
皇
后
李
氏
と
、
廃
太
子
恂
の
生
母
で
あ
る
貞
皇
后
林
氏
の
二
人
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
三
人
以
外
の
皇
太
子
生
母

も
子
貴
母
死
に
関
連
し
て
死
を
賜
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
検
討
す
る
。
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北
魏
に
お
け
る
所
謂
子
貴
母
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田
）

皇
太
子
生
母
一
覧
表

皇
帝

(

在
位
年)

皇
太
子
生
母

(

没
年)

皇
太
子

(

生
年
／
立
太
子
年)

皇
太
子
生
母
の
死
亡
時
の
状
況

(

巻
一
三
、
皇
后
伝)

１

道
武
帝

(

三
八
六
‐
四
〇
九)

劉
貴
人

(

四
〇
九)

明
元
帝

(

三
九
二
／
―)

魏
故
事
、
後
宮
産
子
将
為
儲
貳
、
其
母
皆
賜
死
。
太
祖
末

年
、
后
以
旧
法
薨
。

２

明
元
帝

(

四
〇
九-

四
二
三)

杜
貴
嬪

(

四
二
〇)

太
武
帝

(

四
〇
八
／
四
三
二)

泰
常
五
年
薨
、
諡
曰
密
貴
嬪
、
葬
雲
中
金
陵
。
世
祖
即

位
、
追
尊
諡
号
、
配
饗
太
廟
。

３

太
武
帝

(

四
二
三-

四
五
二)

賀
夫
人

(

四
二
八)

景
穆
太
子

(

四
二
八
／
―)

神
䴥
元
年
薨
、
追
贈
貴
嬪
、
葬
雲
中
金
陵
。
後
追
加
号

諡
、
配
饗
太
廟
。

４

（
景
穆
太
子
）

閭
氏

(

四
五
二)

文
成
帝

(

四
四
〇
／
―)

世
祖
末
年
薨
。
高
宗
即
位
、
追
尊
諡
号
、
葬
雲
中
金
陵
、

配
饗
太
廟
。

５

文
成
帝

(

四
五
二-

四
六
五)

李
貴
人

(

四
五
六)

献
文
帝

(

四
五
四
／
四
五
六)

太
安
二
年
、
太
后
令
依
故
事
、
…
…
、
遂
薨
。
後
諡
曰
元

皇
后
、
葬
金
陵
、
配
饗
太
廟
。
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北
魏
に
お
け
る
所
謂
子
貴
母
死
に
つ
い
て
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稲
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皇
太
子
生
母
一
覧
表

皇
帝

(
在
位
年)

皇
太
子
生
母

(

没
年)

皇
太
子

(

生
年
／
立
太
子
年)

皇
太
子
生
母
の
死
亡
時
の
状
況

(

巻
一
三
、
皇
后
伝)

１

道
武
帝

(

三
八
六
‐
四
〇
九)

劉
貴
人

(

四
〇
九)

明
元
帝

(

三
九
二
／
―)

魏
故
事
、
後
宮
産
子
将
為
儲
貳
、
其
母
皆
賜
死
。
太
祖
末

年
、
后
以
旧
法
薨
。

２

明
元
帝

(

四
〇
九-

四
二
三)

杜
貴
嬪

(

四
二
〇)

太
武
帝

(

四
〇
八
／
四
三
二)

泰
常
五
年
薨
、
諡
曰
密
貴
嬪
、
葬
雲
中
金
陵
。
世
祖
即

位
、
追
尊
諡
号
、
配
饗
太
廟
。

３

太
武
帝

(

四
二
三-

四
五
二)

賀
夫
人

(

四
二
八)
景
穆
太
子

(
四
二
八
／
―)

神
䴥
元
年
薨
、
追
贈
貴
嬪
、
葬
雲
中
金
陵
。
後
追
加
号

諡
、
配
饗
太
廟
。

４

（
景
穆
太
子
）

閭
氏

(

四
五
二)

文
成
帝

(

四
四
〇
／
―)

世
祖
末
年
薨
。
高
宗
即
位
、
追
尊
諡
号
、
葬
雲
中
金
陵
、

配
饗
太
廟
。

５

文
成
帝

(

四
五
二-

四
六
五)

李
貴
人

(

四
五
六)

献
文
帝

(

四
五
四
／
四
五
六)

太
安
二
年
、
太
后
令
依
故
事
、
…
…
、
遂
薨
。
後
諡
曰
元

皇
后
、
葬
金
陵
、
配
饗
太
廟
。
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東
洋
史
論
集
四
三

（
１
）

密
皇
后
杜
氏

劉
貴
人
の
次
に
皇
太
子
の
生
母
と
な
っ
た
の
は
、
皇
太
子
生
母
一
覧
表
の
２
（
以
下
、
【
表
・
番
号
】
で
記
す
）
の
明
元
帝
の
后
妃
、
密

皇
后
杜
氏
（
以
下
、
杜
貴
嬪
と
い
う
）
で
あ
る
。
杜
貴
嬪
に
つ
い
て
巻
一
三
、
密
皇
后
杜
氏
伝
に
は

明
元
密
皇
后
杜
氏
、
魏
郡
鄴
の
人
、
陽
平
王
超
の
妹
な
り
。
初
め
良
家
の
子
な
る
を
以
て
選
ば
れ
て
太
子
宮
に
入
り
、
寵
有
り
、
世
祖

を
生
む
。
太
宗
即
位
す
る
に
及
び
、
貴
嬪
を
拝
す
。
泰
常
五
年
薨
じ
、
諡
し
て
密
貴
嬪
と
曰
い
、
雲
中
金
陵
に
葬
る
。
世
祖
即
位
し
、

尊
号
を
追
っ
て
諡
し
、
太
廟
に
配
饗
す
。
又
、
后
の
廟
を
鄴
に
立
て
、
刺
史
は
四
時
薦
祀
す
。
魏
郡
、
太
后
の
生
ず
る
所
の
邑
な
る
を

以
て
、
其
の
調
役
を
復
す
。

６

献
文
帝

(
四
六
五-

四
七
一)

李
夫
人

(

四
六
九)

孝
文
帝

(

四
六
七
／
四
六
九)

皇
興
三
年
薨
、
上
下
莫
不
悼
惜
。
葬
金
陵
。
承
明
元
年
追

崇
号
諡
、
配
饗
太
廟
。

７

孝
文
帝

(

四
七
一-

四
九
九)

林
氏

(

四
八
三)

廃
太
子

(

四
八
三
／
四
九
三)

以
恂
将
為
儲
貳
、
太
和
七
年
后
依
旧
制
薨
。
…
…
諡
曰
貞

皇
后
、
葬
金
陵
。

８

高
氏

(

四
九
五)

宣
武
帝

(

四
八
三
／
四
九
七)

后
自
代
如
洛
陽
、
暴
薨
於
汲
郡
之
共
県
、
或
云
昭
儀
遣
人

賊
后
也
。
…
…
其
後
有
司
奏
請
加
昭
儀
号
、
諡
曰
文
昭
貴

人
、
高
祖
従
之
。
世
宗
践
祚
、
追
尊
配
饗
。
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北
魏
に
お
け
る
所
謂
子
貴
母
死
に
つ
い
て
（
稲
田
）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
杜
貴
嬪
は
、
魏
郡
鄴
の
人
、
つ
ま
り
漢
人
で
あ
る
。
良
家
の
子
で
あ
る
こ
と
を
以
て
即
位
前
の
明
元
帝
の
妃
と
な

り
寵
愛
を
受
け
て
、
天
賜
五
年
（
四
〇
八
）
に
太
武
帝
を
産
み
、
永
興
元
年
（
四
〇
九
）
に
明
元
帝
が
即
位
し
た
こ
と
で
貴
嬪
を
拝
し
た
。

そ
れ
か
ら
十
一
年
後
の
泰
常
五
年
（
四
二
〇
）
に
死
去
し
、
諡
号
を
密
貴
嬪
と
い
い
、
雲
中
金
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
。
ま
た
子
で
あ
る
太
武
帝

が
即
位
し
た
の
ち
に
改
め
て
皇
后
号
を
追
尊
さ
れ
、
太
廟
に
配
饗
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
泰
常
五
年
の
杜
貴
嬪
の
死
因
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
し
か
し
杜
貴
嬪
の
実
子
で
あ
る
太
武
帝
の
皇
位
継
承
に
関
す
る
動
向
と

杜
貴
嬪
の
兄
杜
超
の
事
例
を
合
わ
せ
見
る
と
、
杜
貴
嬪
の
死
も
や
は
り
子
貴
母
死
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

太
武
帝
の
皇
位
継
承
は
漢
人
士
大
夫
崔
浩
の
建
議
に
端
を
発
す
る
。
巻
三
五
、
崔
浩
伝
に
よ
る
と
体
調
の
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
明
元
帝
は
自

身
の
死
後
を
心
配
し
、
ひ
そ
か
に
使
者
を
遣
わ
し
て
崔
浩
に
問
う
た
。
こ
れ
に
答
え
て
崔
浩
は
、
北
魏
建
国
以
来
、
世
継
ぎ
を
定
め
て
い
な

か
っ
た
た
め
に
道
武
帝
が
清
河
王
紹
に
弑
さ
れ
て
国
家
が
危
機
に
瀕
し
た
と
し
、
早
く
東
宮
を
立
て
て
天
子
の
政
務
や
軍
事
を
監
国
撫
軍
せ

し
め
る
の
が
よ
い
と
進
言
す
る
。
同
伝
に

崔
浩
曰
く
「
…
…
今
、
長
皇
子
燾
（
太
武
帝
）
、
年
漸
く
一
周
な
り
。
明
叡
温
和
に
し
て
、
衆
情
の
繋
ぐ
所
な
り
。
時
に
儲
副
に
登
ら

ば
、
則
ち
天
下
幸
甚
な
り
。
子
を
立
つ
る
に
長
を
以
て
す
る
は
、
礼
の
大
経
な
り
。
…
…
」
と
。
太
宗
、
之
を
納
む
。
是
に
於
い
て
浩

を
し
て
策
を
奉
り
宗
廟
に
告
げ
し
め
、
世
祖
に
命
じ
て
国
副
主
と
為
し
、
正
殿
に
居
し
朝
に
臨
ま
し
む
。

と
あ
る
。
ま
ず
太
武
帝
が
「
年
漸
く
一
周
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
建
議
が
泰
常
五
年
（
四
二
〇
）
頃
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
実
際
に
太
武
帝
が
臨
朝
し
た
の
は
泰
常
七
年
（
四
二
二
）
五
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
太
宗
、
之
を
納
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

建
議
が
な
さ
れ
た
泰
常
五
年
の
段
階
で
少
な
く
と
も
明
元
帝
の
中
で
は
太
武
帝
の
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
地
位
が
固
ま
っ
た
と
い
え
る(

)

。
27

杜
貴
嬪
の
死
は
泰
常
五
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
時
期
的
に
一
致
し
て
い
る
。

次
に
杜
超
に
つ
い
て
は
巻
八
三
上
、
外
戚
伝
上
、
杜
超
伝
に

杜
超
、
字
は
祖
仁
、
魏
郡
鄴
の
人
、
密
皇
后
の
兄
な
り
。
少
く
し
て
節
操
有
り
。
泰
常
中
、
相
州
別
駕
と
為
る
。
使
い
を
京
師
に
奉
る

も
、
時
に
法
の
禁
ず
る
を
以
て
后
と
通
問
す
る
を
得
ず
。

－44－
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北
魏
に
お
け
る
所
謂
子
貴
母
死
に
つ
い
て
（
稲
田
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と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
杜
貴
嬪
は
、
魏
郡
鄴
の
人
、
つ
ま
り
漢
人
で
あ
る
。
良
家
の
子
で
あ
る
こ
と
を
以
て
即
位
前
の
明
元
帝
の
妃
と
な

り
寵
愛
を
受
け
て
、
天
賜
五
年
（
四
〇
八
）
に
太
武
帝
を
産
み
、
永
興
元
年
（
四
〇
九
）
に
明
元
帝
が
即
位
し
た
こ
と
で
貴
嬪
を
拝
し
た
。

そ
れ
か
ら
十
一
年
後
の
泰
常
五
年
（
四
二
〇
）
に
死
去
し
、
諡
号
を
密
貴
嬪
と
い
い
、
雲
中
金
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
。
ま
た
子
で
あ
る
太
武
帝

が
即
位
し
た
の
ち
に
改
め
て
皇
后
号
を
追
尊
さ
れ
、
太
廟
に
配
饗
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
泰
常
五
年
の
杜
貴
嬪
の
死
因
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
し
か
し
杜
貴
嬪
の
実
子
で
あ
る
太
武
帝
の
皇
位
継
承
に
関
す
る
動
向
と

杜
貴
嬪
の
兄
杜
超
の
事
例
を
合
わ
せ
見
る
と
、
杜
貴
嬪
の
死
も
や
は
り
子
貴
母
死
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

太
武
帝
の
皇
位
継
承
は
漢
人
士
大
夫
崔
浩
の
建
議
に
端
を
発
す
る
。
巻
三
五
、
崔
浩
伝
に
よ
る
と
体
調
の
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
明
元
帝
は
自

身
の
死
後
を
心
配
し
、
ひ
そ
か
に
使
者
を
遣
わ
し
て
崔
浩
に
問
う
た
。
こ
れ
に
答
え
て
崔
浩
は
、
北
魏
建
国
以
来
、
世
継
ぎ
を
定
め
て
い
な

か
っ
た
た
め
に
道
武
帝
が
清
河
王
紹
に
弑
さ
れ
て
国
家
が
危
機
に
瀕
し
た
と
し
、
早
く
東
宮
を
立
て
て
天
子
の
政
務
や
軍
事
を
監
国
撫
軍
せ

し
め
る
の
が
よ
い
と
進
言
す
る
。
同
伝
に

崔
浩
曰
く
「
…
…
今
、
長
皇
子
燾
（
太
武
帝
）
、
年
漸
く
一
周
な
り
。
明
叡
温
和
に
し
て
、
衆
情
の
繋
ぐ
所
な
り
。
時
に
儲
副
に
登
ら

ば
、
則
ち
天
下
幸
甚
な
り
。
子
を
立
つ
る
に
長
を
以
て
す
る
は
、
礼
の
大
経
な
り
。
…
…
」
と
。
太
宗
、
之
を
納
む
。
是
に
於
い
て
浩

を
し
て
策
を
奉
り
宗
廟
に
告
げ
し
め
、
世
祖
に
命
じ
て
国
副
主
と
為
し
、
正
殿
に
居
し
朝
に
臨
ま
し
む
。

と
あ
る
。
ま
ず
太
武
帝
が
「
年
漸
く
一
周
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
建
議
が
泰
常
五
年
（
四
二
〇
）
頃
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
実
際
に
太
武
帝
が
臨
朝
し
た
の
は
泰
常
七
年
（
四
二
二
）
五
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
太
宗
、
之
を
納
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

建
議
が
な
さ
れ
た
泰
常
五
年
の
段
階
で
少
な
く
と
も
明
元
帝
の
中
で
は
太
武
帝
の
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
地
位
が
固
ま
っ
た
と
い
え
る(

)

。
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杜
貴
嬪
の
死
は
泰
常
五
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
時
期
的
に
一
致
し
て
い
る
。

次
に
杜
超
に
つ
い
て
は
巻
八
三
上
、
外
戚
伝
上
、
杜
超
伝
に

杜
超
、
字
は
祖
仁
、
魏
郡
鄴
の
人
、
密
皇
后
の
兄
な
り
。
少
く
し
て
節
操
有
り
。
泰
常
中
、
相
州
別
駕
と
為
る
。
使
い
を
京
師
に
奉
る

も
、
時
に
法
の
禁
ず
る
を
以
て
后
と
通
問
す
る
を
得
ず
。
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東
洋
史
論
集
四
三

と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
杜
超
が
泰
常
年
間
中
ご
ろ
に
相
州
別
駕
と
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
時
に
使
い
を
都
に
出
し
た
が
、
法
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て

い
た
た
め
に
使
者
が
杜
貴
嬪
と
会
う
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
杜
超
の
相
州
別
駕
就
任
が
、
史
書
に
記
さ
れ
る
杜
貴
嬪
の
一
族
に
関
す
る
最
初
の
事
績
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
杜
貴
嬪
と
の
血

縁
を
根
拠
と
し
た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
杜
貴
嬪
が
後
宮
に
入
り
、
皇
太
孫
た
る
太
武
帝
を
出
産
し
た
の
は
明
元
帝
の

即
位
以
前
で
あ
り
、
ま
た
貴
嬪
を
拝
し
た
の
は
永
興
元
年
頃
で
あ
っ
て
、
杜
超
の
相
州
別
駕
へ
の
就
任
よ
り
七
年
以
上
も
前
の
こ
と
と
な
る
。

よ
っ
て
特
に
こ
の
時
期
に
杜
超
が
相
州
別
駕
を
拝
し
た
こ
と
は
、
杜
貴
嬪
の
死
と
直
接
の
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ

う
な
る
と
杜
貴
嬪
の
死
は
予
期
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
予
期
さ
れ
る
死
と
し
て
は
病
死
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
時
期
的

に
も
、
ま
た
通
問
を
禁
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
死
は
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
ま
ず
崔
浩
の
建
議
を
契
機
と
し
て
太
武
帝
の
将
来
的
な
皇
位
継
承
が
明
元
帝
の
中
で
確
定
し
、
同
時
に
杜
貴
嬪
へ
の
賜
死
が
予

定
さ
れ
た
。
そ
の
実
行
に
先
立
っ
て
杜
貴
嬪
の
兄
杜
超
を
相
州
別
駕
に
就
任
せ
し
め
、
泰
常
五
年
六
月
に
杜
貴
嬪
へ
の
賜
死
が
実
施
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
杜
貴
嬪
の
死
が
道
武
帝
の
事
例
を
踏
ま
え
た
子
貴
母
死
に
関
係
し
た
死
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ほ
ぼ

推
断
さ
れ
る
。

た
だ
し
杜
貴
嬪
へ
の
賜
死
は
明
元
帝
の
即
位
の
直
後
か
ら
半
ば
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
巻
四
下
、
世
祖
紀

下
に

帝
、
生
ま
れ
て
よ
り
密
太
后
に
逮
ば
ず
、
識
る
所
有
る
に
及
び
、
言
い
て
は
則
ち
悲
し
み
慟
き
、
哀
し
み
傍
人
を
感
ぜ
し
む
。

と
あ
り
、
幼
く
し
て
太
武
帝
が
杜
貴
嬪
と
引
き
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
明
元
帝
が
自
身
の
経
験
、
す
な

わ
ち
道
武
帝
に
母
劉
貴
人
を
殺
さ
れ
て
悲
し
み
、
つ
い
に
は
出
奔
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
間
に
清
河
王
紹
に
よ
っ
て
道
武
帝
が
殺
さ
れ
、

部
族
勢
力
の
復
活
の
兆
し
が
現
れ
た
と
い
う
一
連
の
事
態
を
踏
ま
え
、
子
貴
母
死
の
意
義
を
深
く
理
解
す
る
と
と
も
に
、
母
子
の
情
が
混
乱

を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
考
慮
し
、
将
来
に
子
貴
母
死
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
高
い
杜
貴
嬪
と
太
武
帝
と
の
接
触
を
断
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
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北
魏
に
お
け
る
所
謂
子
貴
母
死
に
つ
い
て
（
稲
田
）

（
２
）

敬
哀
皇
后
賀
氏

明
元
帝
期
に
杜
貴
嬪
が
賜
死
さ
れ
た
こ
と
で
、
子
貴
母
死
は
常
制
と
し
て
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
但
し
【
表
３
】
の
敬
哀
皇
后
賀

氏
（
以
下
、
賀
夫
人
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
子
貴
母
死
が
実
施
さ
れ
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
。
巻
一
三
、
敬
哀
皇
后
賀
氏
伝
に

太
武
敬
哀
皇
后
賀
氏
、
代
の
人
な
り
。
初
め
夫
人
と
為
り
、
恭
宗
を
生
む
。
神
䴥
元
年
薨
ず
。
貴
嬪
を
追
贈
し
、
雲
中
金
陵
に
葬
る
。

後
に
号
諡
を
追
加
し
、
太
廟
に
配
饗
す
。

と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
賀
夫
人
は
後
の
景
穆
太
子
（
恭
宗
）
を
出
産
、
神
䴥
元
年
（
四
二
八
）
に
死
去
し
、
貴
嬪
を
追
贈
さ
れ
て
雲
中
の
金

陵
に
埋
葬
さ
れ
た
。
後
に
敬
哀
皇
后
を
追
号
さ
れ
て
、
太
廟
に
配
饗
さ
れ
た
。

景
穆
太
子
は
神
片
元
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
賀
夫
人
は
出
産
と
同
年
に
死
去
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
死
因
は
示
さ
れ
ず
、
直
後
に

貴
嬪
を
追
贈
さ
れ
、
雲
中
の
金
陵
に
葬
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
み
で
あ
る
。
雲
中
の
金
陵
と
は
洛
陽
遷
都
以
前
の
皇
室
の
陵
墓
で
、
皇
帝

と
皇
后
に
加
え
、
皇
帝
（
皇
太
子
）
の
生
母
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る(

)

。
後
の
孝
文
帝
期
に
は
廃
太
子
恂
を
出
産
し
た
后
妃
が
、
出
産
直
後
に

28

子
貴
母
死
に
則
っ
て
賜
死
さ
れ
て
雲
中
金
陵
に
葬
ら
れ
て
お
り
、
賀
夫
人
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
死
が
子
貴
母
死
に

関
連
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
廃
太
子
恂
の
事
例
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
子
貴
母
死
実
施
の
末
期
に
な
り
そ
の
主
導
権
が
完
全
に
後
宮
権
力
者
に
よ
っ
て
握
ら
れ

て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
早
々
に
皇
子
の
生
母
に
死
を
賜
っ
て
馮
太
后
が
そ
の
養
育
権
を
獲
得
す
る
こ
と
が
目
的
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
賀
夫
人
の
場
合
は
、
直
近
二
例
の
子
貴
母
死
が
子
の
皇
位
継
承
が
あ
る
程
度
確
定
し
た
状
態
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
ま
た
景
穆
太
子
の
養
育
権
が
問
題
と
な
っ
た
等
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
直
近
二
例
に
反
し
て
極
め
て
早
期
に
子
貴
母
死

を
実
施
す
る
必
要
性
が
窺
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
賀
夫
人
の
死
因
と
し
て
、
子
貴
母
死
の
可
能
性
を
全
く
排
除
は
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ
以
外
、
た
と
え
ば
産
褥
等
の
可
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（
２
）

敬
哀
皇
后
賀
氏

明
元
帝
期
に
杜
貴
嬪
が
賜
死
さ
れ
た
こ
と
で
、
子
貴
母
死
は
常
制
と
し
て
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
但
し
【
表
３
】
の
敬
哀
皇
后
賀

氏
（
以
下
、
賀
夫
人
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
子
貴
母
死
が
実
施
さ
れ
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
。
巻
一
三
、
敬
哀
皇
后
賀
氏
伝
に

太
武
敬
哀
皇
后
賀
氏
、
代
の
人
な
り
。
初
め
夫
人
と
為
り
、
恭
宗
を
生
む
。
神
䴥
元
年
薨
ず
。
貴
嬪
を
追
贈
し
、
雲
中
金
陵
に
葬
る
。

後
に
号
諡
を
追
加
し
、
太
廟
に
配
饗
す
。

と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
賀
夫
人
は
後
の
景
穆
太
子
（
恭
宗
）
を
出
産
、
神
䴥
元
年
（
四
二
八
）
に
死
去
し
、
貴
嬪
を
追
贈
さ
れ
て
雲
中
の
金

陵
に
埋
葬
さ
れ
た
。
後
に
敬
哀
皇
后
を
追
号
さ
れ
て
、
太
廟
に
配
饗
さ
れ
た
。

景
穆
太
子
は
神
片
元
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
賀
夫
人
は
出
産
と
同
年
に
死
去
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
死
因
は
示
さ
れ
ず
、
直
後
に

貴
嬪
を
追
贈
さ
れ
、
雲
中
の
金
陵
に
葬
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
み
で
あ
る
。
雲
中
の
金
陵
と
は
洛
陽
遷
都
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帝
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に
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さ
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能
性
の
方
が
高
い
と
考
え
る
。
な
お
例
え
そ
の
死
が
子
貴
母
死
に
よ
る
賜
死
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
が
慣
習
と
し
て
の
子
貴
母
死
の
反

例
と
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

（
３
）

恭
皇
后
郁
久
閭
氏

李
凴
氏
は
文
成
帝
の
生
母
、
恭
皇
后
郁
久
閭
氏
（
以
下
、
閭
氏
と
い
う
）
の
事
例
を
境
に
、
子
貴
母
死
は
皇
帝
主
導
か
ら
後
宮
権
力
者
の

主
導
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
断
じ
、
筆
者
も
こ
れ
に
同
意
す
る
。
こ
れ
は
子
貴
母
死
の
重
大
な
転
機
で
あ
る
た
め
、
以
下
に

李
氏
の
論(

)

を
参
考
に
如
何
に
し
て
転
換
が
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
記
す
。

29

【
表
４
】
の
閭
氏
に
つ
い
て
は
巻
一
三
、
恭
皇
后
郁
久
閭
氏
に

景
穆
恭
皇
后
郁
久
閭
氏
、
河
東
王
毗
の
妹
な
り
。
少
く
し
て
以
て
東
宮
に
選
入
し
、
寵
有
り
。
真
君
五
年
、
高
宗
を
生
む
。
世
祖
末
年

薨
ず
。
高
宗
即
位
し
、
追
尊
号
諡
す
。
雲
中
金
陵
に
葬
り
、
太
廟
に
配
饗
す
。

と
あ
る
。
河
東
王
閭
毗
の
妹
で
あ
る
閭
氏
は
蠕
蠕
の
出
身
で
あ
る
。
幼
く
し
て
景
穆
太
子
の
后
妃
と
な
り
、
寵
愛
を
受
け
、
太
平
真
君
五
年

（
四
四
〇
）
に
文
成
帝
（
高
宗
）
を
出
産
し
た
。
世
祖
末
年
に
死
去
し
、
実
子
で
あ
る
文
成
帝
が
即
位
し
た
後
に
追
尊
さ
れ
、
雲
中
金
陵
に

埋
葬
さ
れ
て
太
廟
に
配
饗
さ
れ
た
。

こ
こ
に
閭
氏
の
死
は
「
世
祖
末
年
」
と
あ
る
が
、
巻
五
、
高
宗
紀
に
は
正
平
二
年
（
四
五
二
）
十
月
に
文
成
帝
が
即
位
改
年
し
た
同
年
の

こ
と
と
し
て

十
有
一
月
丙
子
、
…
…
甲
申
、
皇
妣
薨
ず
。
…
…
壬
寅
、
追
尊
し
て
景
穆
太
子
を
景
穆
皇
帝
と
為
し
、
皇
妣
を
恭
皇
后
と
為
す
。
保
母

常
氏
を
尊
び
保
太
后
と
為
す
。

と
あ
る
。
巻
一
三
の
皇
后
伝
は
原
文
が
散
逸
し
て
お
り
、
巻
五
の
高
宗
紀
の
記
載
が
基
準
と
な
る
た
め
、
閭
氏
は
文
成
帝
が
即
位
し
た
翌
月

に
死
去
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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文
成
帝
は
景
穆
太
子
の
長
子
で
あ
り
、
も
と
も
と
将
来
の
皇
太
子
と
目
さ
れ
て
い
た
が
、
宦
官
宗
愛
が
太
武
帝
を
殺
害
し
て
太
武
帝
末
子

の
南
安
王
余
を
立
て
た
た
め
、
文
成
帝
の
正
規
の
即
位
ル
ー
ト
は
途
絶
え
、
同
時
に
閭
氏
へ
の
賜
死
の
必
要
も
無
く
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の

南
安
王
余
も
宗
愛
に
殺
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
突
如
と
し
て
文
成
帝
が
皇
帝
に
即
位
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
三
十
六
日
後
に
閭
氏
は
死

去
し
た
。
こ
の
閭
氏
の
死
は
文
成
帝
の
乳
母
で
あ
る
常
氏
が
宮
中
に
お
い
て
大
権
を
掌
握
す
る
た
め
に
、
道
武
帝
の
た
て
た
子
貴
母
死
を
口

実
に
し
て
閭
氏
を
死
地
に
追
い
や
っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
李
凴
氏
の
見
解
に
異
論
は
な
い
。
道
武
帝
以
来
、
皇
太
子
の
生
母
に
死
を
賜
う
こ
と
に
よ
り
皇
帝
生
母
と
い
う
存
在
を
許
さ
な
か

っ
た
北
魏
後
宮
が
、
初
め
て
皇
帝
の
生
母
と
い
う
存
在
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
時
、
や
は
り
従
来
の
よ
う
に
子
貴
母
死
に
則
っ
て
賜
死
が

行
わ
れ
た
。
但
し
、
こ
の
場
合
、
皇
太
子
で
は
な
く
す
で
に
即
位
し
た
皇
帝
の
生
母
に
対
し
て
死
を
賜
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
母
を
尊

重
す
る
鮮
卑
の
風
習
に
反
し
、
孝
の
概
念
に
も
反
す
る
行
為
で
あ
る
上
に
、
文
成
帝
の
心
情
的
に
も
決
断
を
下
し
え
る
と
は
思
え
な
い
。
文

成
帝
に
代
わ
っ
て
こ
れ
を
主
導
し
え
た
人
物
は
、
閭
氏
の
死
の
直
後
、
興
安
元
年
十
月
壬
寅
に
保
太
后
立
て
ら
れ
た
文
成
帝
乳
母
の
常
氏
以

外
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
常
氏
は
当
時
後
宮
内
で
最
高
位
に
あ
っ
た
太
皇
太
后
赫
連
氏
に
働
き
か
け
、
太
皇
太
后
の
名
で
皇
帝
生
母
た

る
閭
氏
に
対
し
て
賜
死
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
契
機
に
以
下
に
み
る
よ
う
に
子
貴
母
死
の
主
導
権
は
皇
帝
か
ら
後
宮
内

に
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
４
）

元
皇
后
李
氏

道
武
帝
が
劉
貴
人
に
賜
死
し
て
以
降
、
子
貴
母
死
に
則
っ
て
賜
死
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
の
は
献
文
帝
の
生
母
で
あ
る
元
皇
后

李
氏
（
以
下
、
李
貴
人
と
い
う
）
が
最
初
で
あ
る
。
【
表
５
】
の
李
貴
人
の
事
例
は
、
賜
死
に
あ
た
っ
て
そ
の
生
母
の
一
族
へ
の
対
応
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
巻
一
三
、
元
皇
后
李
氏
伝
に
は

文
成
元
皇
后
李
氏
、
梁
国
蒙
県
の
人
。
頓
丘
王
峻
の
妹
な
り
。
…
…
（
永
昌
王
）
仁
、
長
安
に
鎮
す
る
に
及
び
、
事
に
遇
い
誅
せ
ら
れ
、
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に
鎮
す
る
に
及
び
、
事
に
遇
い
誅
せ
ら
れ
、

－49－



-50-

東
洋
史
論
集
四
三

后
、
其
の
家
人
と
与
に
平
城
宮
に
送
ら
る
。
高
宗
、
白
楼
に
登
り
望
見
し
、
之
を
美
と
し
、
左
右
に
謂
い
て
曰
く
「
此
の
婦
人
佳
き
か
」

と
。
左
右
咸
な
曰
く
「
然
り
。
」
と
。
乃
ち
下
台
し
、
后
、
幸
を
斎
庫
中
に
得
、
遂
に
娠
有
り
。
…
…
顕
祖
生
ま
る
る
に
及
び
、
貴
人

を
拝
す
。
太
安
二
年
、
太
后
、
令
し
て
故
事
に
依
ら
し
め
、
后
を
し
て
具
さ
に
南
に
在
る
兄
弟
及
び
所
結
の
宗
兄
洪
之
を
條
記
せ
し
め
、

悉
く
以
て
付
託
す
。
訣
に
臨
み
、
毎
一
兄
弟
を
称
え
、
輒
ち
拊
胸
慟
泣
し
、
遂
に
薨
ず
。
後
諡
し
て
曰
く
元
皇
后
と
、
金
陵
に
葬
り
、

太
廟
に
配
饗
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
李
貴
人
は
梁
国
蒙
県
の
人
で
、
は
じ
め
は
太
武
帝
の
弟
永
昌
王
仁
の
妃
で
あ
っ
た
が
、
永
昌
王
仁
が
謀
反
を
起
こ

し
た
と
し
て
死
を
賜
っ
た
後
、
そ
の
家
人
と
と
も
に
長
安
か
ら
平
城
に
送
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
文
成
帝
が
こ
れ
を
見
初
め
、
興
光
元
年
（
四
五

四
）
七
月
に
献
文
帝
を
出
産
し
た
。
そ
の
二
年
後
に
あ
た
る
太
安
二
年
（
四
五
六
）
、
当
時
の
皇
太
后
常
氏
（
以
下
、
常
太
后
と
い
う
）
が

「
故
事
に
依
ら
し
め
」
て
、
后
に
自
身
の
兄
弟
の
こ
と
を
記
さ
せ
た
上
で
薨
じ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
年
二
月
の
献
文
帝
の
立
太
子
を
受

け
て
、
子
貴
母
死
に
則
っ
て
賜
死
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
時
、
賜
死
に
先
だ
っ
て
常
太
后
が
李
貴
人
自
身
に
南
朝
宋
に
あ
る
李
貴
人
の
兄
弟
お
よ
び
宗
兄
に
つ
い
て
詳
し
く
記
さ
せ
て
、
「
悉

く
以
て
付
託
す
」
と
あ
る
。
実
際
に
李
貴
人
が
死
去
し
た
の
ち
、
文
成
帝
は
李
貴
人
の
兄
弟
六
人
に
使
者
を
送
り
諭
し
て
、
み
な
北
魏
に
帰

順
し
て
平
城
に
赴
い
た
。
長
兄
李
峻
が
鎮
西
将
軍
や
涇
州
刺
史
、
頓
丘
公
を
拝
し
、
そ
の
他
も
み
な
公
爵
を
拝
し
た
こ
と
が
巻
八
三
上
、
外

戚
伝
に
記
さ
れ
る
。
李
峻
が
王
爵
に
進
め
ら
れ
た
の
が
文
成
帝
末
の
和
平
五
年
（
四
六
四
）
四
月
の
こ
と(

)

で
あ
る
の
で
、
遡
っ
て
李
峻
ら

30

兄
弟
の
帰
順
は
李
貴
人
の
死
か
ら
ほ
ど
な
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

常
太
后
が
賜
死
に
先
だ
っ
て
李
貴
人
の
兄
弟
の
情
報
を
記
録
さ
せ
た
こ
と
は
「
故
事
に
依
」
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
子
貴
母
死
の
通
例
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
遡
っ
て
み
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
明
元
帝
期
に
賜
死
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
杜
貴
嬪
の
兄
杜
超
は
、
明
元
帝
期
に

は
相
州
別
駕
に
任
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
来
の
慣
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
李
貴
人
の
よ
う
に
家
人
の
罪
に
連
座
し
て
入
宮
し
た
場

合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
見
て
取
れ
る
。
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北
魏
に
お
け
る
所
謂
子
貴
母
死
に
つ
い
て
（
稲
田
）

（
５
）

思
皇
后
李
氏

子
貴
母
死
が
後
宮
の
権
力
者
に
よ
っ
て
自
ら
の
既
得
権
益
保
持
の
た
め
に
恣
意
的
に
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
が

【
表
６
】
の
孝
文
帝
の
生
母
で
あ
る
思
皇
后
李
氏
（
以
下
、
李
夫
人
と
い
う
）
と
【
表
７
】
の
廃
太
子
拓
跋
恂
の
生
母
で
あ
る
貞
皇
后
林
氏

（
以
下
、
林
氏
と
い
う
）
の
二
例
で
あ
り
、
こ
の
二
例
は
と
も
に
馮
太
后
の
主
導
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
【
表
６
】
の
李
夫
人
に
つ
い

て
巻
一
三
、
思
皇
后
李
氏
伝
に

献
文
思
皇
后
李
氏
、
中
山
安
喜
の
人
、
南
郡
王
恵
の
女
な
り
。
姿
徳
婉
叔
、
年
十
八
に
し
て
、
選
ば
れ
る
を
以
て
東
宮
に
入
る
。
顕
祖

即
位
し
、
夫
人
と
為
り
、
高
祖
を
生
む
。
皇
興
三
年
薨
じ
、
上
下
悼
惜
せ
ざ
る
は
な
し
。
金
陵
に
葬
る
。
承
明
元
年
追
崇
号
諡
し
、
太

廟
に
配
饗
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
李
夫
人
は
中
山
安
喜
の
人
で
、
父
は
南
郡
王
李
恵
、
十
八
歳
で
当
時
皇
太
子
だ
っ
た
献
文
帝
の
后
妃
と
な
っ
た
。

和
平
六
年
（
四
六
五
）
五
月
の
献
文
帝
即
位
の
後
に
夫
人
と
な
り
、
皇
興
元
年
（
四
六
七
）
八
月
に
献
文
帝
の
長
子
と
し
て
孝
文
帝
（
高
祖
）

を
出
産
。
そ
の
二
年
後
の
皇
興
三
年
（
四
六
九
）
に
死
去
し
、
金
陵
に
葬
ら
れ
、
孝
文
帝
即
位
後
の
承
明
元
年
（
四
七
六
）
七
月
に
改
め
て

思
皇
后
の
諡
を
贈
ら
れ
、
太
廟
に
配
饗
さ
れ
た
。

孝
文
帝
の
立
太
子
が
皇
興
三
年
六
月
の
事
で
あ
り
、
李
夫
人
が
孝
文
帝
の
生
母
と
し
て
子
貴
母
死
に
則
っ
て
死
を
賜
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま

で
の
事
例
か
ら
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
史
書
に
献
文
帝
と
李
夫
人
の
子
と
さ
れ
る
孝
文
帝
が
、
実
は
馮
太
后
と
そ
の
寵
愛
を

受
け
た
李
弈
の
子
で
は
な
い
か
と
呂
思
勉
氏(

)

に
よ
っ
て
推
断
さ
れ
て
以
来
、
議
論
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
子
貴
母
死
の
あ
り
方
そ
の
も

31

の
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
や
や
冗
長
と
な
る
が
、
以
下
に
先
行
論
を
整
理
す
る
。

ま
ず
呂
思
勉
氏
や
こ
れ
に
続
く
大
沢
陽
典
氏(

)

や
鄭
欽
仁
氏(

)

が
根
拠
と
す
る
の
は
主
に
以
下
の
六
点
で
あ
る
。
ま
ず
孝
文
帝
が
生
ま
れ

32

33

た
時
、
献
文
帝
が
わ
ず
か
十
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
。
馮
太
后
の
死
後
に
孝
文
帝
が
三
年
の
喪
に
服
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
巻
一
三
、
文
明

皇
后
馮
氏
伝
に
「
后
の
崩
ず
る
迄
、
高
祖
生
む
所
を
知
ら
ず
」
と
い
う
不
可
解
な
一
文
が
あ
る
こ
と
。
孝
文
帝
が
馮
太
后
一
族
を
優
遇
し
、
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あ
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生
母
と
さ
れ
る
李
夫
人
の
一
族
に
対
し
て
極
め
て
冷
淡
で
あ
る
こ
と
。
権
勢
欲
の
強
い
馮
太
后
が
孝
文
帝
の
誕
生
に
合
わ
せ
て
政
務
を
離
れ

て
い
る
こ
と
。
馮
太
后
は
馮
氏
一
門
に
将
来
仇
な
す
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
屡
々
孝
文
帝
を
殺
そ
う
と
す
る
が
、
献
文
帝
が
こ
れ
を
咎
め
る

こ
と
な
く
見
逃
し
て
い
る
こ
と
。

こ
れ
に
対
し
て
李
凴
氏(

)

は
、
も
し
孝
文
帝
が
馮
太
后
の
私
生
児
で
あ
る
と
す
る
と
、
敵
対
関
係
に
あ
る
献
文
帝
が
そ
れ
を
指
摘
し
な
い

34

の
は
不
自
然
で
あ
り
、
ま
た
も
し
李
夫
人
を
身
代
り
の
生
母
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
出
産
と
同
時
に
子
貴
母
死
に
則
っ
て
殺
す
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
一
年
以
上
も
生
か
し
て
お
く
の
は
不
自
然
で
あ
る
と
し
、
孝
文
帝
は
決
し
て
私
生
児
で
は
な
い
と
し
て
馮
太
后
と
孝
文
帝
が
母
子

で
あ
る
と
す
る
説
を
否
定
す
る
。

一
方
、
川
本
芳
昭
氏(

)

は
呂
・
大
沢
・
鄭
三
氏
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
を
再
検
討
し
て
、
一
旦
は
根
拠
と
す
る
に
足
ら
な
い
と
し
な
が
ら

35

も
、
新
た
な
史
料
と
し
て
巻
八
三
上
、
李
鳳
伝
に

太
和
十
二
年
、
高
祖
、
将
に
舅
氏
に
爵
せ
ん
と
し
、
詔
し
て
存
す
る
者
を
訪
ぬ
。

と
あ
る
の
を
提
示
し
て
、
孝
文
帝
は
太
和
十
二
年
の
段
階
で
李
氏
が
舅
氏
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
。
す
な
わ
ち
太
和
十
四
年

の
馮
太
后
の
死
後
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
「
生
む
所
」
は
李
氏
以
外
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
馮
太
后
以
外
考

え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
先
学
の
論
拠
と
合
わ
せ
て
や
は
り
馮
太
后
と
孝
文
帝
の
母
子
関
係
が
ほ
ぼ
確
定
で
き
る
と
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
父
親

に
つ
い
て
は
献
文
帝
が
叔
父
の
京
兆
王
子
推
に
皇
位
を
譲
ら
ん
と
し
た
際
に
北
族
重
臣
が
み
な
こ
れ
に
反
対
し
て
孝
文
帝
に
伝
位
さ
れ
た
こ

と
、
ま
た
孝
文
帝
の
洛
陽
遷
都
に
反
対
す
る
者
が
孝
文
帝
の
長
子
の
太
子
恂
を
盟
主
に
た
て
よ
う
と
し
た
形
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
孝
文

帝
の
父
は
や
は
り
拓
跋
北
魏
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
正
統
性
を
も
つ
人
物
」(

)

、
つ
ま
り
献
文
帝
に
他
な
ら
な
い
と
し
、
こ
れ
は
北
族
の
レ

36

ヴ
ィ
レ
ー
ト
の
遺
風
で
あ
る
と
し
て
、
孝
文
帝
は
馮
太
后
と
義
理
の
子
で
あ
る
献
文
帝
と
の
間
に
生
ま
れ
た
と
推
断
す
る(

)

。
37

以
上
、
先
行
論
を
概
観
し
た
が
、
筆
者
は
川
本
氏
の
見
解
を
指
示
し
、
孝
文
帝
は
馮
太
后
と
献
文
帝
の
子
で
あ
る
と
考
え
る
。
先
行
論
で

も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
孝
文
帝
は
馮
太
后
に
命
を
狙
わ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
死
後
に
臣
下
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
三
年
の
喪

に
服
そ
う
と
し
て
す
る
な
ど
孝
を
尽
く
し
て
い
る
。
両
者
が
実
の
母
子
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
納
得
も
い
こ
う
。
ま
た
母
子
で
は
な
い
と
す
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北
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る
李
凴
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
孝
文
帝
が
馮
太
后
の
私
生
児
で
あ
る
と
す
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
李
夫
人
に
そ
れ
を
肩
代
わ
り
さ
せ
て
子
貴
母

死
を
口
実
に
殺
害
す
る
と
い
う
危
険
な
行
為
の
必
要
は
な
く
、
密
か
に
出
産
し
、
外
に
出
せ
ば
済
む
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
私
生
児
た
る
実

子
を
皇
帝
の
長
子
に
偽
装
し
て
権
力
を
握
る
た
め
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
馮
太
后
以
前
に
は
皇
帝
の
乳
母
か
ら
皇
太
后
に
立
て
ら

れ
た
事
例
も
あ
り(

)

、
実
子
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
や
は
り
、
馮
太
后
は
義
理
の
子
で
あ
る
献
文
帝
と
の
間
に
皇
帝
長
子
た
る
孝
文
帝

38

を
生
み
、
そ
れ
を
李
夫
人
が
出
産
し
た
よ
う
に
偽
装
し
、
李
夫
人
は
子
貴
母
死
の
慣
習
に
則
っ
て
賜
死
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

馮
太
后
が
実
子
の
孝
文
帝
を
李
夫
人
の
子
で
あ
る
と
偽
装
し
た
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
義
理
の
母
子
の
間
で
子
を
な
し
た
と
い
う
醜
聞
を

避
け
る
た
め
、
そ
し
て
自
身
が
子
貴
母
死
の
対
象
と
な
り
賜
死
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
る
た
め
と
い
う
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
ぜ
数

多
い
る
后
妃
の
中
か
ら
李
夫
人
が
身
代
わ
り
に
選
ば
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
現
実
的
に
可
能
な
の
か
と
い
う
問
題
が
当
然

想
定
さ
れ
よ
う
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
李
夫
人
の
父
李
恵
が
献
文
帝
の
寵
臣
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
李

恵
と
献
文
帝
、
そ
し
て
馮
太
后
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

ま
ず
李
恵
に
つ
い
て
は
巻
八
三
上
、
外
戚
伝
上
、
李
恵
伝
に

李
恵
、
中
山
の
人
、
思
皇
后
の
父
な
り
。
…
…
恵
、
散
騎
常
侍
・
侍
中
・
征
西
大
将
軍
・
秦
益
二
州
刺
史
を
歴
位
し
、
爵
を
進
め
て
王

と
為
り
、
転
じ
て
雍
州
刺
史
・
征
南
大
将
軍
た
り
、
長
安
鎮
大
将
を
加
う
。
…
…
後
、
開
府
儀
同
三
司
・
青
州
刺
史
と
為
り
、
王
は
故

の
如
し
。
歴
政
美
績
有
り
。

と
あ
っ
て
か
な
り
有
力
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
南
郡
王
へ
の
進
爵
は
皇
興
二
年
の
四
月(

)

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
孝
文
帝
の
誕
生
と

39

と
も
に
馮
太
后
が
政
務
を
離
れ
て
献
文
帝
が
親
政
を
開
始
し
て
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
り
、
李
恵
が
献
文
帝
の
寵
臣
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。
つ
い
で
同
伝
に

恵
、
素
よ
り
文
明
太
后
の
忌
む
所
た
り
。
恵
、
将
に
南
叛
せ
ん
と
す
と
誣
し
、
之
を
誅
す
。
恵
の
二
弟
、
初
・
楽
、
恵
の
諸
子
と
与
に

同
に
戮
せ
ら
る
。
後
妻
梁
氏
も
亦
、
青
州
に
死
す
。
尽
く
其
の
家
財
を
没
す
。
恵
、
本
よ
り
覚
え
無
し
。
故
に
天
下
冤
惜
す
。

と
あ
り
、
馮
太
后
の
忌
む
所
と
な
っ
て
無
実
の
罪
で
族
誅
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
巻
一
三
、
文
明
皇
后
馮
氏
伝
に
も
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児
で
あ
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と
す
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
李
夫
人
に
そ
れ
を
肩
代
わ
り
さ
せ
て
子
貴
母

死
を
口
実
に
殺
害
す
る
と
い
う
危
険
な
行
為
の
必
要
は
な
く
、
密
か
に
出
産
し
、
外
に
出
せ
ば
済
む
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
私
生
児
た
る
実

子
を
皇
帝
の
長
子
に
偽
装
し
て
権
力
を
握
る
た
め
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
馮
太
后
以
前
に
は
皇
帝
の
乳
母
か
ら
皇
太
后
に
立
て
ら

れ
た
事
例
も
あ
り(

)

、
実
子
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
や
は
り
、
馮
太
后
は
義
理
の
子
で
あ
る
献
文
帝
と
の
間
に
皇
帝
長
子
た
る
孝
文
帝
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を
生
み
、
そ
れ
を
李
夫
人
が
出
産
し
た
よ
う
に
偽
装
し
、
李
夫
人
は
子
貴
母
死
の
慣
習
に
則
っ
て
賜
死
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

馮
太
后
が
実
子
の
孝
文
帝
を
李
夫
人
の
子
で
あ
る
と
偽
装
し
た
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
義
理
の
母
子
の
間
で
子
を
な
し
た
と
い
う
醜
聞
を

避
け
る
た
め
、
そ
し
て
自
身
が
子
貴
母
死
の
対
象
と
な
り
賜
死
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
る
た
め
と
い
う
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
ぜ
数

多
い
る
后
妃
の
中
か
ら
李
夫
人
が
身
代
わ
り
に
選
ば
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
現
実
的
に
可
能
な
の
か
と
い
う
問
題
が
当
然

想
定
さ
れ
よ
う
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
李
夫
人
の
父
李
恵
が
献
文
帝
の
寵
臣
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
李

恵
と
献
文
帝
、
そ
し
て
馮
太
后
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

ま
ず
李
恵
に
つ
い
て
は
巻
八
三
上
、
外
戚
伝
上
、
李
恵
伝
に

李
恵
、
中
山
の
人
、
思
皇
后
の
父
な
り
。
…
…
恵
、
散
騎
常
侍
・
侍
中
・
征
西
大
将
軍
・
秦
益
二
州
刺
史
を
歴
位
し
、
爵
を
進
め
て
王

と
為
り
、
転
じ
て
雍
州
刺
史
・
征
南
大
将
軍
た
り
、
長
安
鎮
大
将
を
加
う
。
…
…
後
、
開
府
儀
同
三
司
・
青
州
刺
史
と
為
り
、
王
は
故

の
如
し
。
歴
政
美
績
有
り
。

と
あ
っ
て
か
な
り
有
力
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
南
郡
王
へ
の
進
爵
は
皇
興
二
年
の
四
月(

)

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
孝
文
帝
の
誕
生
と

39

と
も
に
馮
太
后
が
政
務
を
離
れ
て
献
文
帝
が
親
政
を
開
始
し
て
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
り
、
李
恵
が
献
文
帝
の
寵
臣
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。
つ
い
で
同
伝
に

恵
、
素
よ
り
文
明
太
后
の
忌
む
所
た
り
。
恵
、
将
に
南
叛
せ
ん
と
す
と
誣
し
、
之
を
誅
す
。
恵
の
二
弟
、
初
・
楽
、
恵
の
諸
子
と
与
に

同
に
戮
せ
ら
る
。
後
妻
梁
氏
も
亦
、
青
州
に
死
す
。
尽
く
其
の
家
財
を
没
す
。
恵
、
本
よ
り
覚
え
無
し
。
故
に
天
下
冤
惜
す
。

と
あ
り
、
馮
太
后
の
忌
む
所
と
な
っ
て
無
実
の
罪
で
族
誅
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
巻
一
三
、
文
明
皇
后
馮
氏
伝
に
も
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東
洋
史
論
集
四
三

李
訢
・
李
恵
の
徒
の
如
き
に
至
り
て
は
、
猜
嫌
覆
滅
せ
ら
れ
る
者
十
余
家
、
死
者
数
百
人
た
り
、
率
ね
多
く
枉
濫
に
し
て
、
天
下
は
之

を
冤
と
す
。

と
記
さ
れ
る
。
こ
こ
に
李
恵
と
同
列
に
記
さ
れ
る
李
訢
は
、
巻
四
六
、
李
訢
伝
に

訢
、
既
に
顕
祖
に
寵
せ
ら
れ
、
軍
国
大
議
に
参
決
し
、
兼
ね
て
選
挙
を
典
り
、
権
は
内
外
を
傾
け
、
百
僚
節
を
曲
げ
以
て
之
に
事
え
ざ

る
は
な
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
献
文
帝
の
親
政
期
に
実
権
を
握
っ
た
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
右
の
巻
一
三
、
文
明
皇
后
馮
氏
伝
の
馮
太
后
に
よ
る
誅
殺

を
伝
え
る
記
事
で
そ
の
李
訢
と
同
列
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
李
恵
は
献
文
帝
の
親
政
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で

あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
、
馮
太
后
と
献
文
帝
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
李
凴
氏
は
、
献
文
帝
は
馮
太
后
に
反
対
す
る
代
表
的
人
物
で
あ
り
、

両
者
の
間
に
は
劇
烈
な
権
力
闘
争
が
あ
っ
て
、
献
文
帝
が
わ
ず
か
十
八
歳
で
譲
位
し
た
の
は
馮
太
后
の
圧
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
始
め
京

兆
王
子
推
に
譲
ろ
う
と
し
た
の
は
孝
文
帝
を
擁
す
る
馮
太
后
が
権
力
を
握
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
る
と
す
る(

)

。
ま
た
巻
一
三
、
文
明

40

皇
后
馮
氏
伝
に
は

高
祖
生
ま
れ
る
に
及
び
、
太
后
躬
ら
親
し
く
撫
養
す
。
是
の
後
令
を
罷
め
、
政
事
を
聴
か
ず
。
太
后
行
い
正
し
か
ら
ず
、
内
寵
の
李
弈
、

顕
祖
事
に
因
り
て
之
を
誅
し
、
太
后
得
意
せ
ず
。
顕
祖
暴
崩
し
、
時
に
言
え
ら
く
太
后
之
を
為
す
な
り
と
。

と
あ
っ
て
、
献
文
帝
は
そ
の
親
政
期
に
馮
太
后
の
寵
愛
す
る
李
弈
を
誅
殺
し
、
馮
太
后
の
不
興
を
買
っ
た
こ
と
、
献
文
帝
の
崩
御
が
馮
太
后

の
仕
業
で
あ
る
と
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
子
を
な
し
た
二
人
で
は
あ
る
が
、
献
文
帝
が
年
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
両
者
は

対
立
を
深
め
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
に
示
し
た
李
訢
と
李
恵
は
馮
太
后
に
よ
っ
て
太
和
元
年
と
同
二
年
に
相
次
い
で
誅
殺
さ
れ
た(

)

。
対
立
す
る
献
文
帝
の
寵
臣
で
あ
っ
た

41

こ
と
が
「
忌
む
所
」
と
な
っ
た
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
巻
一
三
、
文
明
皇
后
馮
氏
伝
の
記
事
は
馮
太
后
に
よ
る
献
文
帝
勢
力

の
残
党
の
排
除
の
一
端
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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馮
太
后
は
権
勢
欲
の
強
い
人
物
で
あ
る
。
自
ら
が
立
て
た
孝
文
帝
す
ら
も
し
ば
し
ば
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
権
力
に
強
い

執
着
の
あ
る
馮
太
后
で
あ
る
か
ら
、
出
産
の
た
め
に
政
治
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
献
文
帝
の
権
力
が
増
大
し
、
自
ら
の
影
響
力
が
弱

ま
る
こ
と
に
危
機
感
を
覚
え
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
朝
廷
に
あ
っ
て
献
文
帝
の
寵
臣
で
あ
る
李
恵
が
力
を
伸
ば
せ
ば
、
当
然
後
宮
に
お
い
て

は
そ
の
娘
の
李
夫
人
の
影
響
力
が
増
し
、
皇
后
冊
立
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
李
夫
人
に
皇
太
子
の
生
母

と
い
う
立
場
を
仮
託
し
、
祖
宗
の
法
た
る
子
貴
母
死
に
則
っ
て
殺
害
す
る
こ
と
が
確
実
な
手
段
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
馮
太
后
は
孝
文
帝
の

生
母
と
い
う
立
場
を
李
夫
人
に
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
で
、
義
理
の
子
で
あ
る
献
文
帝
と
の
間
に
子
を
な
し
た
と
い
う
醜
聞
を
避
け
、
か
つ

皇
太
子
生
母
と
し
て
子
貴
母
死
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
逃
れ
、
更
に
は
後
宮
内
に
お
い
て
献
文
帝
の
勢
力
が
伸
長
す
る
こ
と
を
未
然
に
防
い

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
李
凴
氏
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
と
も
関
わ
る
が
、
現
実
的
に
馮
太
后
が
自
身
の
出
産
を
隠
し
、
か
つ
そ
の
実
子
を
他
人
の
子
と
し
、

さ
ら
に
そ
の
他
人
に
、
ま
さ
に
そ
れ
を
理
由
に
死
を
賜
う
と
い
う
行
為
が
果
た
し
て
可
能
な
の
か
、
な
ぜ
李
夫
人
の
周
辺
、
特
に
高
い
地
位

に
あ
る
父
李
恵
は
こ
の
理
不
尽
な
行
為
に
対
し
て
抵
抗
を
示
し
て
い
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
こ
れ
も
孝
文
帝
が
馮
太
后
と
献
文
帝

の
子
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
氷
塊
す
る
。
す
な
わ
ち
、
義
理
の
母
子
で
あ
る
馮
太
后
と
献
文
帝
が
子
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
く
ら
北

族
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
の
遺
風
と
は
い
え
、
当
時
の
北
魏
皇
室
に
と
っ
て
も
秘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
醜
聞
で
あ
っ
た
た
め
、
馮
太
后
の
妊
娠
出
産

自
体
が
公
然
の
秘
密
と
さ
れ
た
。
当
然
献
文
帝
の
立
場
か
ら
も
、
孝
文
帝
が
李
夫
人
の
子
で
は
な
い
と
公
に
認
め
る
こ
と
は
出
来
ず
、
ま
た

李
恵
と
し
て
も
事
実
を
公
に
す
る
こ
と
は
献
文
帝
の
利
に
な
ら
な
い
た
め
、
こ
の
理
不
尽
な
賜
死
に
対
し
て
何
ら
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
が
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
魏
書
』
に
端
的
に
記
さ
れ
る
李
夫
人
の
死
と
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
献
文
帝
と
の
間
に
子
を
為
し
た
馮
太
后
は
母
親
の
身
代
わ
り
と
し
て
献
文
帝
の
寵
臣
で
あ
る
李
恵
の
娘

の
李
夫
人
を
選
び
、
子
貴
母
死
に
則
っ
て
賜
死
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
馮
太
后
自
身
は
醜
聞
を
避
け
、
皇
太
子
生
母
と
し
て
賜
死
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
か
つ
親
政
を
開
始
す
る
献
文
帝
の
勢
力
伸
長
を
お
さ
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
子
貴
母
死
は
馮
太
后
に
至
っ
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馮
太
后
は
権
勢
欲
の
強
い
人
物
で
あ
る
。
自
ら
が
立
て
た
孝
文
帝
す
ら
も
し
ば
し
ば
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
権
力
に
強
い

執
着
の
あ
る
馮
太
后
で
あ
る
か
ら
、
出
産
の
た
め
に
政
治
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
献
文
帝
の
権
力
が
増
大
し
、
自
ら
の
影
響
力
が
弱

ま
る
こ
と
に
危
機
感
を
覚
え
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
朝
廷
に
あ
っ
て
献
文
帝
の
寵
臣
で
あ
る
李
恵
が
力
を
伸
ば
せ
ば
、
当
然
後
宮
に
お
い
て

は
そ
の
娘
の
李
夫
人
の
影
響
力
が
増
し
、
皇
后
冊
立
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
李
夫
人
に
皇
太
子
の
生
母

と
い
う
立
場
を
仮
託
し
、
祖
宗
の
法
た
る
子
貴
母
死
に
則
っ
て
殺
害
す
る
こ
と
が
確
実
な
手
段
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
馮
太
后
は
孝
文
帝
の

生
母
と
い
う
立
場
を
李
夫
人
に
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
で
、
義
理
の
子
で
あ
る
献
文
帝
と
の
間
に
子
を
な
し
た
と
い
う
醜
聞
を
避
け
、
か
つ

皇
太
子
生
母
と
し
て
子
貴
母
死
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
逃
れ
、
更
に
は
後
宮
内
に
お
い
て
献
文
帝
の
勢
力
が
伸
長
す
る
こ
と
を
未
然
に
防
い

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
李
凴
氏
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
と
も
関
わ
る
が
、
現
実
的
に
馮
太
后
が
自
身
の
出
産
を
隠
し
、
か
つ
そ
の
実
子
を
他
人
の
子
と
し
、

さ
ら
に
そ
の
他
人
に
、
ま
さ
に
そ
れ
を
理
由
に
死
を
賜
う
と
い
う
行
為
が
果
た
し
て
可
能
な
の
か
、
な
ぜ
李
夫
人
の
周
辺
、
特
に
高
い
地
位

に
あ
る
父
李
恵
は
こ
の
理
不
尽
な
行
為
に
対
し
て
抵
抗
を
示
し
て
い
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
こ
れ
も
孝
文
帝
が
馮
太
后
と
献
文
帝

の
子
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
氷
塊
す
る
。
す
な
わ
ち
、
義
理
の
母
子
で
あ
る
馮
太
后
と
献
文
帝
が
子
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
く
ら
北

族
レ
ヴ
ィ
レ
ー
ト
婚
の
遺
風
と
は
い
え
、
当
時
の
北
魏
皇
室
に
と
っ
て
も
秘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
醜
聞
で
あ
っ
た
た
め
、
馮
太
后
の
妊
娠
出
産

自
体
が
公
然
の
秘
密
と
さ
れ
た
。
当
然
献
文
帝
の
立
場
か
ら
も
、
孝
文
帝
が
李
夫
人
の
子
で
は
な
い
と
公
に
認
め
る
こ
と
は
出
来
ず
、
ま
た

李
恵
と
し
て
も
事
実
を
公
に
す
る
こ
と
は
献
文
帝
の
利
に
な
ら
な
い
た
め
、
こ
の
理
不
尽
な
賜
死
に
対
し
て
何
ら
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
が
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、『
魏
書
』
に
端
的
に
記
さ
れ
る
李
夫
人
の
死
と
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
献
文
帝
と
の
間
に
子
を
為
し
た
馮
太
后
は
母
親
の
身
代
わ
り
と
し
て
献
文
帝
の
寵
臣
で
あ
る
李
恵
の
娘

の
李
夫
人
を
選
び
、
子
貴
母
死
に
則
っ
て
賜
死
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
馮
太
后
自
身
は
醜
聞
を
避
け
、
皇
太
子
生
母
と
し
て
賜
死
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
か
つ
親
政
を
開
始
す
る
献
文
帝
の
勢
力
伸
長
を
お
さ
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
子
貴
母
死
は
馮
太
后
に
至
っ
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て
当
初
の
目
的
を
大
き
く
逸
脱
し
、
後
宮
権
力
者
に
よ
っ
て
そ
の
既
得
権
益
を
保
持
す
る
た
め
に
恣
意
的
に
利
用
さ
れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か

皇
帝
権
力
に
対
し
て
さ
え
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
害
を
な
す
も
の
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

（
６
）

貞
皇
后
林
氏

子
貴
母
死
最
後
の
事
例
と
な
っ
た
の
が
、【
表
７
】
の
林
氏
で
あ
る
。
巻
一
三
、
貞
皇
后
林
氏
伝
に

孝
文
貞
皇
后
林
氏
、
平
原
の
人
な
り
。
…
…
叔
父
金
閭
、
閹
官
よ
り
起
し
、
常
太
后
に
寵
有
り
、
官
は
尚
書
・
平
涼
公
に
至
る
。
金
閭

の
兄
勝
、
平
涼
太
守
と
為
る
。
金
閭
、
顕
祖
の
初
、
定
州
刺
史
と
為
る
。
未
だ
幾
く
な
ら
ず
し
て
乙
渾
の
誅
殺
す
る
所
と
為
り
、
兄
弟

皆
死
す
。
勝
子
無
く
、
二
女
有
り
、
掖
庭
に
入
る
。
后
容
色
美
麗
に
し
て
、
幸
を
高
祖
に
得
、
皇
子
恂
を
生
む
。
恂
、
将
に
儲
貳
と
為

ら
ん
と
す
る
を
以
て
、
太
和
七
年
、
后
、
旧
制
に
よ
り
薨
ず
。
高
祖
、
仁
恕
に
し
て
、
前
事
を
襲
ぐ
を
欲
せ
ず
。
而
る
も
文
明
太
后
の

意
を
稟
け
、
故
に
果
し
て
行
う
。
諡
し
て
曰
く
貞
皇
后
、
金
陵
に
葬
る
。
恂
、
罪
を
以
て
死
を
賜
う
に
及
び
、
有
司
奏
し
て
追
っ
て
后

を
廃
し
庶
人
と
為
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
林
氏
は
平
原
の
人
で
、
父
の
平
涼
太
守
金
勝
が
伯
父
金
閭
に
連
座
し
て
誅
殺
さ
れ
た
の
ち
、
孝
文
帝
の
後
宮
に
入
っ
た
。

容
姿
端
麗
で
孝
文
帝
の
寵
愛
を
受
け
、
太
和
七
年
（
四
八
三
）
四
月
に
孝
文
帝
の
長
子
と
し
て
廃
太
子
恂
を
生
み
、
同
年
に
馮
太
后
に
よ
っ

て
子
貴
母
死
が
実
施
さ
れ
て
死
去
し
た
。
こ
の
時
林
氏
の
夫
君
で
あ
る
孝
文
帝
は
子
貴
母
死
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
反
対
で
あ
っ
た
が
、
馮
太

后
の
意
を
受
け
て
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
林
氏
へ
の
賜
死
は
行
わ
れ
た
。
貞
皇
后
の
諡
号
を
贈
ら
れ
、
金
陵
に
葬
ら
れ
た(

)

。
42

林
氏
へ
の
賜
死
は
皇
帝
で
あ
る
孝
文
帝
の
反
対
に
も
関
わ
ら
ず
、
当
時
太
皇
太
后
と
し
て
臨
朝
聴
政
を
行
っ
て
い
た
馮
太
后
の
意
志
に
よ

り
決
行
さ
れ
て
い
る
。
巻
二
二
、
孝
文
五
王
伝
、
廃
太
子
伝
に

廃
太
子
庶
人
恂
、
字
は
元
道
。
生
ま
れ
て
母
は
死
す
。
文
明
太
后
、
之
を
撫
視
し
、
常
に
左
右
に
置
く
。

と
あ
り
、
廃
太
子
恂
が
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
林
氏
が
死
去
し
、
そ
の
後
馮
太
后
が
こ
れ
を
撫
視
し
て
常
に
そ
ば
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
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北
魏
に
お
け
る
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つ
ま
り
林
氏
へ
の
賜
死
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
馮
太
后
が
早
い
段
階
か
ら
将
来
の
皇
太
子
で
あ
る
廃
太
子
恂
の
養
育
権
を
確
実
な
も

の
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。【
表
６
】
の
李
夫
人
の
例
と
同
様
に
、
馮
太
后
の
権
勢
を
強
化
す
る
た
め
の
一

手
段
と
し
て
子
貴
母
死
が
実
行
さ
れ
た
。

な
お
、
遡
っ
て
子
貴
母
死
の
初
例
で
あ
る
劉
貴
人
に
つ
い
て
巻
一
三
、
宣
穆
皇
后
劉
氏
伝
に

太
祖
末
年
、
后
、
旧
法
を
以
て
薨
ず
。
太
宗
即
位
し
、
諡
号
を
追
尊
し
、
太
廟
に
配
饗
す
。
此
れ
よ
り
後
宮
の
人
帝
母
と
な
る
は
、
皆

正
位
配
饗
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
皇
太
子
の
生
母
は
概
ね
、
ま
ず
死
去
し
た
段
階
で
金
陵
に
葬
ら
れ
、
実
子
が
帝
位
に
つ
い
た
後
に
正
位
、
つ
ま
り
皇
后
と

い
う
諡
を
追
加
さ
れ(

)

、
そ
の
上
で
太
廟
に
配
饗
さ
れ
た
。
し
か
し
林
氏
の
場
合
は
立
太
子
以
前
の
皇
帝
嫡
子
の
生
母
と
し
て
死
去
し
た
段

43

階
で
、
す
で
に
皇
后
号
を
贈
ら
れ
、
金
陵
に
葬
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
馮
太
后
が
自
ら
養
育
す
る
恂
の
権
威
付
け
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

子

貴

母

死

の

廃

止

さ
て
、
こ
れ
を
最
後
に
子
貴
母
死
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
巻
一
三
、
皇
后
伝
の
末
に

史
臣
曰
く

…
…

鈎
弋
は
年
稚
く
子
幼
く
、
漢
の
武
以
て
権
を
行
う
所
、
魏
の
世
、
遂
に
常
制
と
為
る
。
子
貴
母
死
、
矯
枉
の
義
、

亦
過
ざ
る
や
。
高
祖
、
終
に
其
の
失
を
革
む
。
良
に
以
有
る
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
子
貴
母
死
は
孝
文
帝
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た(

)

。
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
子
貴
母
死
は
部
族
政
治
へ
の
回
帰
を

44

阻
止
す
る
こ
と
を
目
的
に
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
部
族
制
を
濃
厚
に
と
ど
め
る
北
魏
前
期
に
お
い
て
こ
れ
を
踏
襲
す
る
こ
と
は
意
義
の

あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
次
第
に
性
質
を
変
え
、
馮
太
后
の
時
点
で
は
明
確
に
皇
太
后
権
力
を
確
立
、
保
持
す
る
た
め
に
恣
意
的
に

－56－
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つ
ま
り
林
氏
へ
の
賜
死
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
馮
太
后
が
早
い
段
階
か
ら
将
来
の
皇
太
子
で
あ
る
廃
太
子
恂
の
養
育
権
を
確
実
な
も

の
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。【
表
６
】
の
李
夫
人
の
例
と
同
様
に
、
馮
太
后
の
権
勢
を
強
化
す
る
た
め
の
一

手
段
と
し
て
子
貴
母
死
が
実
行
さ
れ
た
。

な
お
、
遡
っ
て
子
貴
母
死
の
初
例
で
あ
る
劉
貴
人
に
つ
い
て
巻
一
三
、
宣
穆
皇
后
劉
氏
伝
に

太
祖
末
年
、
后
、
旧
法
を
以
て
薨
ず
。
太
宗
即
位
し
、
諡
号
を
追
尊
し
、
太
廟
に
配
饗
す
。
此
れ
よ
り
後
宮
の
人
帝
母
と
な
る
は
、
皆

正
位
配
饗
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
皇
太
子
の
生
母
は
概
ね
、
ま
ず
死
去
し
た
段
階
で
金
陵
に
葬
ら
れ
、
実
子
が
帝
位
に
つ
い
た
後
に
正
位
、
つ
ま
り
皇
后
と

い
う
諡
を
追
加
さ
れ(

)

、
そ
の
上
で
太
廟
に
配
饗
さ
れ
た
。
し
か
し
林
氏
の
場
合
は
立
太
子
以
前
の
皇
帝
嫡
子
の
生
母
と
し
て
死
去
し
た
段

43

階
で
、
す
で
に
皇
后
号
を
贈
ら
れ
、
金
陵
に
葬
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
馮
太
后
が
自
ら
養
育
す
る
恂
の
権
威
付
け
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

子

貴

母

死

の

廃

止

さ
て
、
こ
れ
を
最
後
に
子
貴
母
死
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
巻
一
三
、
皇
后
伝
の
末
に

史
臣
曰
く

…
…

鈎
弋
は
年
稚
く
子
幼
く
、
漢
の
武
以
て
権
を
行
う
所
、
魏
の
世
、
遂
に
常
制
と
為
る
。
子
貴
母
死
、
矯
枉
の
義
、

亦
過
ざ
る
や
。
高
祖
、
終
に
其
の
失
を
革
む
。
良
に
以
有
る
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
子
貴
母
死
は
孝
文
帝
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た(

)

。
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
子
貴
母
死
は
部
族
政
治
へ
の
回
帰
を

44

阻
止
す
る
こ
と
を
目
的
に
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
部
族
制
を
濃
厚
に
と
ど
め
る
北
魏
前
期
に
お
い
て
こ
れ
を
踏
襲
す
る
こ
と
は
意
義
の

あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
次
第
に
性
質
を
変
え
、
馮
太
后
の
時
点
で
は
明
確
に
皇
太
后
権
力
を
確
立
、
保
持
す
る
た
め
に
恣
意
的
に
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利
用
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
孝
文
帝
は
部
族
政
治
の
名
残
に
よ
っ
て
行
き
詰
ま
っ
た
現
状
を
打
破
せ
ん
と
し
て
数
々
の
改

革
を
断
行
し
て
い
る(

)

。
こ
の
段
階
に
お
い
て
部
族
勢
力
の
脅
威
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、
子
貴
母
死
の
必
要
性
も
失
わ
れ
て
い
た
た
め
に
、

45

孝
文
帝
は
馮
太
后
の
死
を
待
っ
て
子
貴
母
死
を
廃
止
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
具
体
的
な
時
期
は
史
料
に
明
記
さ
れ
な
い
が
、
巻
一
三
、
昭

皇
后
高
氏
伝
に

遂
に
世
宗
を
生
む
。
…
…

馮
昭
儀
、
寵
盛
ん
な
る
に
及
び
、
密
か
に
世
宗
を
母
養
す
る
の
意
有
り
。
后
、
代
よ
り
洛
陽
に
如
き
、
汲

郡
の
共
県
に
暴
薨
す
。
或
い
は
昭
儀
、
人
を
遣
わ
し
后
を
賊
せ
し
む
な
り
と
云
う
。

と
あ
り
、
孝
文
帝
の
寵
妃
で
あ
る
馮
昭
儀
が
宣
武
帝
（
世
宗
）
を
養
育
せ
ん
が
た
め
に
、
そ
の
生
母
で
あ
る
昭
皇
后
高
氏
を
太
和
十
九
年
の

洛
陽
遷
都
の
最
中
に
殺
害
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
子
貴
母
死
が
継
続
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
皇
太
子
の
生
母
は
必
ず
死
を
賜
う
の
で
、

わ
ざ
わ
ざ
殺
害
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
時
点
で
子
貴
母
死
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
時
期
は

馮
太
后
が
死
去
し
た
太
和
十
四
年
か
ら
太
和
十
九
年
の
間
と
推
定
さ
れ
る
。

五

「

魏

故

事

」

、

「

旧

法

」

、

「

旧

制

」

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
子
貴
母
死
は
史
料
に
は
「
魏
故
事
」
や
「
旧
法
」
、
「
旧
制
」
と
し
て
表
記
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
趙

翼(
)

が
「
魏
故
事
」
を
北
魏
建
国
以
前
の
拓
跋
部
の
古
い
事
例
と
解
し
て
以
来
、
こ
れ
ま
で
そ
の
解
釈
が
踏
襲
さ
れ
て
き
た(

)

。
し
か
し

46

47

筆
者
は
子
貴
母
死
が
一
貫
し
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
の
「
故
事
」
は
慣
習
法
と
い
う
意
味
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。
ま
た
巻
一
三
の
皇
后
伝
が
魏
収
の
『
魏
書
』
に
欠
巻
で
唐
の
李
延
寿
の
『
北
史
』
か
ら
補
筆
さ
れ
た(

)

と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
旧
法
」

48

や
「
旧
制
」
と
は
孝
文
帝
の
廃
止
以
前
の
制
度
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
。

で
は
な
ぜ
右
の
よ
う
に
子
貴
母
死
の
実
施
が
明
記
さ
れ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
明
記
さ
れ
る
の
は
【
表
１
】
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子
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母
死
に
つ
い
て
（
稲
田
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の
劉
貴
人
と
【
表
５
】
の
李
貴
人
、
【
表
７
】
の
林
氏
で
あ
る
。
こ
の
内
、
初
例
で
あ
る
【
表
１
】
を
除
く
と
、
あ
と
の
二
例
【
表
５
】
と

【
表
７
】
は
ど
ち
ら
も
皇
太
后
主
導
に
よ
る
賜
死
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
度
、
皇
太
后
主
導
の
事
例
を
簡
単
に
ま
と
め
た
い
。

ま
ず
【
表
５
】
を
主
導
し
た
常
太
后
は
そ
れ
以
前
に
【
表
４
】
の
閭
氏
へ
の
賜
死
も
主
導
し
た
。
皇
帝
の
生
母
で
あ
る
閭
氏
に
対
し
て
子

貴
母
死
を
実
施
し
て
死
を
賜
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
太
后
は
皇
太
后
と
し
て
の
座
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
【
表
７
】
を
主
導
し
た

馮
太
后
も
そ
れ
以
前
に
【
表
６
】
の
李
夫
人
へ
の
賜
死
を
主
導
し
た
。
自
身
が
産
ん
だ
孝
文
帝
を
李
夫
人
の
子
と
し
、
李
夫
人
が
子
貴
母
死

に
の
っ
と
っ
て
賜
死
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
馮
太
后
は
権
力
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
子
貴
母
死
が
明
記
さ
れ
る

事
例
は
同
一
の
皇
太
后
に
よ
る
二
回
目
の
賜
死
と
い
う
共
通
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
な
お
か
つ
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
決
し
て
公
に
で
き
な
い

一
回
目
の
賜
死
が
自
ら
の
権
力
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
公
に
出
来
な
い
一
回
目
の
賜
死
を
暗
に
正
当
化
す
る
狙
い
が
あ
っ
て
、

二
回
目
の
賜
死
は
敢
え
て
公
に
行
い
、
そ
れ
が
史
料
に
残
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
子
貴
母
死
は
鮮
卑
の
習
俗
に
も
反
し
、
儒
教
の
教
え
に
も
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
部
族
政
治
へ
の
回
帰
を
阻

止
す
る
と
い
う
目
的
で
始
め
ら
れ
た
祖
宗
の
法
で
あ
っ
た
た
め
に
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
通
常
は
粛
々
と
秘
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
そ
の
性
質
が
変
化
し
て
皇
太
后
の
権
力
獲
得
や
保
持
の
た
め
に
恣
意
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
こ
れ
が
祖
宗
の

法
に
基
づ
い
た
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
な
り
、
そ
れ
が
史
料
上
の
記
載
の
差
と
し
て
現
れ
た
も
の
と
推

察
さ
れ
る
。お

わ

り

に

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
結
論
を
導
き
た
い
。

ま
ず
子
貴
母
死
を
創
設
し
た
道
武
帝
の
真
の
目
的
は
、明
元
帝
へ
の
皇
位
継
承
を
契
機
と
し
た
部
族
勢
力
の
復
活
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
。

以
降
孝
文
帝
期
ま
で
七
人
の
皇
太
子
生
母
の
内
、
一
例
を
除
き
、
そ
の
出
自
な
ど
を
問
わ
ず
一
貫
し
て
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
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で
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と
を
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。
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は
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
子
の
皇
位
継
承
が
確
定
し
た
段
階
で
実
行
さ
れ
た
。
ま
た
死
後
の
某
皇
后
号
の
追
贈
や
金
陵
へ
の
埋
葬
な
ど
の
措

置
は
一
貫
し
て
い
る
反
面
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
特
に
文
成
帝
即
位
直
後
の
賜
死
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
主
導
権
が
皇

帝
か
ら
後
宮
内
に
移
管
さ
れ
、
馮
太
后
が
実
権
を
握
る
や
、
政
敵
排
除
の
た
め
に
恣
意
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
孝
文
帝

の
親
政
期
に
至
っ
て
、
当
初
の
目
的
で
あ
る
部
族
勢
力
の
抑
止
の
必
要
性
が
低
く
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
廃
止
さ
れ
た
。

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
皇
太
后
に
よ
る
恣
意
的
な
利
用
が
子
貴
母
死
の
慣
習
化
の
一
助
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し

か
し
そ
の
本
質
は
部
族
解
散
と
流
れ
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
政
治
情
勢
と
隔
絶
し
た
後
宮
内
部
の
特
殊
な
事
例
で
は
な
い
。
こ

の
こ
と
は
後
宮
が
単
に
皇
帝
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
政
治
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
子

貴
母
死
は
鮮
卑
の
風
習
に
反
し
、
儒
教
的
孝
の
概
念
に
も
反
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
北
魏
前
期
の
後
宮
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
踏
襲
さ

れ
た
。
そ
れ
は
鮮
卑
拓
跋
氏
が
胡
族
と
し
て
漢
地
に
国
家
を
建
設
、
整
備
し
て
い
く
上
で
、
胡
族
で
も
な
く
漢
族
で
も
な
い
新
た
な
制
度
が

必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
本
論
で
考
察
し
た
子
貴
母
死
を
土
台
と
し
て
発
展
し
た
北
魏
後
宮
が
如
何
な
る
権
力
構
造
を
有
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

註

(
)

江
上
波
夫
『
騎
馬
民
族
国
家
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
、
『
江
上
波
夫
文
化
史
論
集
三

匈
奴
の
社
会
と
文
化
』
（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）、

1

所
収
）、
六
五
頁
、
引
用
。

(
)

北
魏
の
建
国
当
初
に
皇
太
子
の
制
度
は
無
い
。
本
論
で
検
討
し
て
い
る
よ
う
に
、
初
期
の
子
貴
母
死
は
皇
位
継
承
が
あ
る
程
度
確
定
し
た
皇
子
の
生

2

母
に
対
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
中
に
は
子
が
皇
帝
に
即
位
し
た
後
に
実
施
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
本
論
で
は
表
記
の
煩
を
避
け
、
子
貴
母

死
の
対
象
と
な
っ
て
賜
死
さ
れ
た
皇
子
の
生
母
を
指
し
て
皇
太
子
生
母
と
表
し
た
。
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(
)

『
魏
書
』
巻
一
三
、
皇
后
伝
、
史
臣
言

3

(
)

岡
崎
文
夫
『
魏
晋
南
北
朝
通
史
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
二
年
）、
三
七
一-

三
七
二
頁
、
引
用
。

4

(
)

主
な
も
の
に
長
堀
武
「
北
魏
孝
文
朝
に
お
け
る
君
権
安
定
策
と
そ
の
背
景
」（
『
秋
大
史
学
』
一
一
、
一
九
八
五
年
）、
李
憑
「
北
魏
明
元
帝
両
皇
后
之

5

死
与
保
太
后
得
勢
」（
『
史
学
月
刊
』
二
〇
〇
七
年
〇
五
期
）、
常
倩
「
論
北
朝
皇
后
多
干
政
現
象
」（
『
北
朝
研
究
』
六
、
二
〇
〇
八
年
）、
張
金
龍
「
子

貴
母
死
与
皇
位
継
承
制
度
的
確
立
」（
『
北
魏
政
治
史
』
巻
二
、
甘
粛
省
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
第
七
章
二
）
、
李
凴
「
乳
母
干
政
」（
『
北
魏
平

城
時
代
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
第
三
章
）
な
ど
が
あ
る
。

(
)

李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
五
二
頁-

一
五
三
頁
、
参
照
。

6

5

(
)

田
余
慶
「
北
魏
後
宮
子
貴
母
死
之
制
的
形
成
和
演
変
」（
初
出
一
九
九
八
年
、『
拓
跋
史
探
』
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
参
照
。

7

(
)

李
凴
氏
は
個
別
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
（
李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
五
三
頁-

一
六
三
頁
、
参
照
。）
が
、
そ
の
主
眼
は
皇
太
子
生
母
の
死

8

5

因
が
子
貴
母
死
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
お
り
、
当
慣
習
の
具
体
的
内
容
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
)

江
上
氏
前
掲
註(

)

書
、
参
照
。

9

1

(
)

巻
一
、
序
紀
、
穆
皇
帝
の
条

10

(
)

巻
一
、
序
紀
、
平
文
皇
帝
の
条

11

(
)

巻
一
、
序
紀
、
平
文
皇
帝
五
年
（
三
二
一
）
の
条

12

(
)

巻
一
三
、
桓
帝
皇
后
祁
氏
伝

13

(
)

巻
一
、
序
紀
、
恵
皇
帝
四
年
（
三
二
四
）
の
条

14

(
)

巻
一
三
、
平
文
皇
后
王
氏
伝
に
「
烈
帝
之
崩
、
国
祚
殆
危
、
興
復
大
業
、
后
之
力
也
」
と
あ
る
。

15

(
)

李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
三
七-

一
五
三
頁
、
参
照
。

16

5

(
)

李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
五
一
頁
、
参
照
。

17

5

(
)

巻
二
、
太
祖
紀
、
登
国
二
年
（
三
八
七
）
六
月
の
条

18
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(
)

『
魏
書
』
巻
一
三
、
皇
后
伝
、
史
臣
言

3

(
)

岡
崎
文
夫
『
魏
晋
南
北
朝
通
史
』（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
二
年
）、
三
七
一-

三
七
二
頁
、
引
用
。

4

(
)

主
な
も
の
に
長
堀
武
「
北
魏
孝
文
朝
に
お
け
る
君
権
安
定
策
と
そ
の
背
景
」（
『
秋
大
史
学
』
一
一
、
一
九
八
五
年
）、
李
憑
「
北
魏
明
元
帝
両
皇
后
之

5

死
与
保
太
后
得
勢
」（
『
史
学
月
刊
』
二
〇
〇
七
年
〇
五
期
）、
常
倩
「
論
北
朝
皇
后
多
干
政
現
象
」（
『
北
朝
研
究
』
六
、
二
〇
〇
八
年
）、
張
金
龍
「
子

貴
母
死
与
皇
位
継
承
制
度
的
確
立
」（
『
北
魏
政
治
史
』
巻
二
、
甘
粛
省
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
第
七
章
二
）
、
李
凴
「
乳
母
干
政
」（
『
北
魏
平

城
時
代
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
第
三
章
）
な
ど
が
あ
る
。

(
)

李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
五
二
頁-

一
五
三
頁
、
参
照
。

6

5

(
)

田
余
慶
「
北
魏
後
宮
子
貴
母
死
之
制
的
形
成
和
演
変
」（
初
出
一
九
九
八
年
、『
拓
跋
史
探
』
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）、
参
照
。

7

(
)

李
凴
氏
は
個
別
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
（
李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
五
三
頁-

一
六
三
頁
、
参
照
。）
が
、
そ
の
主
眼
は
皇
太
子
生
母
の
死

8

5

因
が
子
貴
母
死
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
お
り
、
当
慣
習
の
具
体
的
内
容
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
)

江
上
氏
前
掲
註(

)

書
、
参
照
。

9

1

(
)

巻
一
、
序
紀
、
穆
皇
帝
の
条

10

(
)

巻
一
、
序
紀
、
平
文
皇
帝
の
条

11

(
)

巻
一
、
序
紀
、
平
文
皇
帝
五
年
（
三
二
一
）
の
条

12

(
)

巻
一
三
、
桓
帝
皇
后
祁
氏
伝

13

(
)

巻
一
、
序
紀
、
恵
皇
帝
四
年
（
三
二
四
）
の
条

14

(
)

巻
一
三
、
平
文
皇
后
王
氏
伝
に
「
烈
帝
之
崩
、
国
祚
殆
危
、
興
復
大
業
、
后
之
力
也
」
と
あ
る
。

15

(
)

李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
三
七-

一
五
三
頁
、
参
照
。

16

5

(
)

李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
五
一
頁
、
参
照
。

17

5

(
)

巻
二
、
太
祖
紀
、
登
国
二
年
（
三
八
七
）
六
月
の
条

18
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東
洋
史
論
集
四
三

(
)

巻
八
三
上
、
劉
羅
辰
伝

19

(
)

北
魏
で
は
道
武
帝
期
お
よ
び
明
元
帝
期
に
皇
后
冊
立
の
可
否
を
金
人
を
鋳
る
儀
式
で
も
っ
て
決
定
す
る
と
い
う
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
儀
式
の

20

実
態
や
意
義
に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
で
な
い
点
も
多
く
、
ま
た
北
魏
に
お
け
る
皇
后
の
意
義
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
た
め
、

今
後
別
稿
に
て
考
察
し
た
い
。

(
)

巻
一
五
、
衛
王
儀
伝

21

(
)

巻
一
五
、
衛
王
儀
伝

22

(
)

部
族
制
の
解
体
で
あ
る
と
す
る
説
の
主
な
も
の
に
内
田
吟
風
「
北
朝
政
局
に
お
け
る
鮮
卑
匈
奴
等
諸
北
族
系
貴
族
の
地
位
」（
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究

匈

23

奴
編
』
同
朋
社
、
一
九
七
五
年
）、
宮
崎
市
定
「
鮮
卑
と
漢
人
」（
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
同
朋
社
、
一
九
五
六
年
、
第
二
編
第
五
章
二
）、
谷
川
道
雄

「
北
魏
の
統
一
過
程
と
そ
の
構
造
」（
『
隋
唐
帝
国
史
形
成
論
』
増
補
版
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、
唐
長
孺
「
拓
跋
国
家
的
建
立
及
其
封
建
化
」（
『
魏

晋
南
北
朝
史
論
叢
』
三
聯
書
店
、
一
九
五
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
部
族
連
合
体
の
再
編
で
あ
る
と
す
る
説
の
主
な
も
の
に
松
永
雅
生
「
北
魏
太
祖

の
「
離
散
諸
部
」
」（
『
福
岡
女
子
短
大
紀
要
』
八
、
一
九
七
四
年
）
、
古
賀
昭
岑
「
北
魏
の
部
族
解
散
に
つ
い
て
」（
『
東
方
学
』
五
九
、
一
九
八
〇
年
）
、

川
本
芳
昭
「
部
族
解
散
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
」
（
初
出
一
九
八
二
年
、
『
魏
晋
南
北
朝
の
民
族
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
、
第
一
篇
第
四
章
）
、

松
下
憲
一
「
領
民
酋
長
制
と
「
部
族
解
散
」
」
（
初
出
二
〇
〇
〇
年
、『
北
魏
胡
族
体
制
論
』
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
第
二
章
）
な
ど
が

あ
る
。

(
)

清
河
王
紹
が
道
武
帝
を
殺
害
し
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
道
武
帝
が
紹
の
生
母
で
あ
る
賀
氏
を
幽
閉
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
李
氏
は
賀

24

氏
の
幽
閉
の
過
程
が
前
漢
武
帝
に
よ
る
鈎
弋
夫
人
へ
の
賜
死
の
過
程
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
。
賀
氏
の
幽
閉
は
、
明
元
帝
の
出
奔
に
よ
り
拓
跋

紹
の
皇
位
継
承
の
可
能
性
が
高
く
な
り
、
こ
の
た
め
に
劉
貴
人
と
同
様
に
賀
氏
に
対
し
て
も
賜
死
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
賀
氏

も
子
貴
母
死
対
象
者
に
含
む
。（
李
氏
前
掲
註
註(

)

書
、
一
五
三-

一
五
四
頁
、
参
照
。）

5

(
)

川
本
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
四
七-

一
四
八
頁
、
松
下
憲
一
「
北
魏
部
族
解
散
再
考
―
元
萇
墓
誌
を
手
が
か
り
に
―
」（
『
史
学
雑
誌
』
一
二
三
（
四
）
、

25

23

二
〇
一
四
年
）、
参
照
。
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北
魏
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け
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母
死
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(
)

な
お
李
凴
氏
は
劉
貴
人
へ
の
賜
死
の
原
因
を
道
武
帝
の
個
人
的
経
験
に
求
め
る
が
、「
在
当
時
、
打
撃
母
后
勢
力
、
便
是
打
撃
其
背
後
的
原
本
在
部
落

26

連
盟
中
与
拓
跋
部
相
競
争
的
異
族
部
落
勢
力
。
…
…
可
以
認
為
す
、
道
武
帝
殺
明
元
帝
母
劉
夫
人
与
幽
清
河
王
紹
母
賀
夫
人
、
既
含
防
止
母
權
当
政
之

患
于
未
然
的
用
意
、
又
含
有
打
撃
影
影
綽
綽
于
劉
・
賀
二
夫
人
背
後
的
両
支
部
落
勢
力
的
較
為
現
実
的
意
義
。
」
（
李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
五
二-

一

5

五
三
頁
、
引
用
。）
と
し
て
劉
貴
人
へ
の
賜
死
が
外
戚
部
族
へ
の
攻
撃
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

(
)

『
魏
書
』
に
は
太
武
帝
を
皇
太
子
に
立
て
た
こ
と
を
明
記
す
る
個
所
が
無
い
。
巻
三
、
太
宗
紀
、
泰
常
七
年
の
条
に
は
「
夏
四
月
甲
戌
、
封
皇
子
燾

27

為
泰
平
王
、
燾
、
字
佛
釐
、
拝
相
国
、
加
大
将
軍
。
…
…
初
、
帝
素
服
寒
食
散
、
頻
年
動
発
、
不
堪
万
機
、
五
月
、
詔
皇
太
子
臨
朝
聴
政
。
是
月
、
泰

平
王
摂
政
。
」
と
あ
り
、
太
武
帝
が
皇
太
子
と
し
て
臨
朝
聴
政
し
た
と
あ
る
が
、
そ
の
す
ぐ
後
ろ
に
は
泰
平
王
と
し
て
摂
政
し
た
と
あ
る
。
ま
た
巻
四
、

世
祖
紀
上
の
冒
頭
に
は
「
泰
常
七
年
四
月
、
封
泰
平
王
、
五
月
、
為
監
国
。
太
宗
有
疾
、
命
帝
総
摂
百
揆
、
聡
明
大
度
、
意
豁
如
也
。」
と
あ
り
、
監

国
と
な
っ
た
こ
と
は
明
記
さ
れ
る
が
、
皇
太
子
と
い
う
文
言
は
無
い
。
本
文
中
に
引
用
し
た
崔
浩
の
建
議
は
北
魏
の
太
子
監
国
の
内
実
を
指
す
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
（
曹
文
柱
「
北
魏
明
元
・
太
武
両
朝
的
世
子
監
国
」（
『
北
京
師
範
大
学
学
報
（
社
会
科
学
）
』
一
九
九
一
年
第
四
期
）
、
李
凴
「
太

子
監
国
」
（
李
氏
前
掲
註(

)

書
、
第
二
章
）
、
窪
添
慶
文
「
北
魏
の
太
子
監
国
制
度
」
（
『
魏
晋
南
北
朝
官
僚
制
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
、

5

参
照
。
）
が
、
し
か
し
そ
の
中
に
あ
る
「
儲
副
」
や
「
国
副
主
」
が
何
を
指
す
も
の
な
の
か
、
ま
た
皇
太
子
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
な
ど
の
点

は
未
だ
充
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
北
魏
の
皇
太
子
制
度
に
つ
い
て
は
今
後
別
稿
を
も
っ
て
論
じ
た
い
。

(
)

『
魏
書
』
中
か
ら
確
認
さ
れ
る
雲
中
金
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
人
物
は
、
明
元
帝
、
太
武
帝
、
景
穆
太
子
、
文
成
帝
、
献
文
帝
、
明
元
帝
の
皇
后
姚
氏
、

28

太
武
帝
の
皇
后
赫
連
氏
、
杜
貴
嬪
（
太
武
帝
生
母
）、
賀
夫
人
（
景
穆
太
子
生
母
）、
閭
氏
（
文
成
帝
生
母
）
、
李
貴
人
（
献
文
帝
生
母
）、
李
夫
人
（
孝

文
帝
生
母
）、
林
氏
（
廃
太
子
生
母
）
で
あ
る
。

(
)

李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
五
七-

一
六
一
頁
、
参
照
。

29

5

(
)

巻
五
、
高
宗
紀
、
和
平
五
年
夏
四
月
の
条

30

(
)

呂
思
勉
『
両
晋
南
北
朝
史
』（
開
明
書
店
、
一
九
四
八
年
）、
五
〇
八-

五
一
〇
頁
、
参
照
。

31

(
)

大
沢
陽
典
「
馮
后
と
そ
の
時
代
」（
『
立
命
館
文
学
』
一
九
二
、
一
九
六
一
年
）、
参
照
。

32
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(
)

な
お
李
凴
氏
は
劉
貴
人
へ
の
賜
死
の
原
因
を
道
武
帝
の
個
人
的
経
験
に
求
め
る
が
、「
在
当
時
、
打
撃
母
后
勢
力
、
便
是
打
撃
其
背
後
的
原
本
在
部
落

26

連
盟
中
与
拓
跋
部
相
競
争
的
異
族
部
落
勢
力
。
…
…
可
以
認
為
す
、
道
武
帝
殺
明
元
帝
母
劉
夫
人
与
幽
清
河
王
紹
母
賀
夫
人
、
既
含
防
止
母
權
当
政
之

患
于
未
然
的
用
意
、
又
含
有
打
撃
影
影
綽
綽
于
劉
・
賀
二
夫
人
背
後
的
両
支
部
落
勢
力
的
較
為
現
実
的
意
義
。
」
（
李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
五
二-

一

5

五
三
頁
、
引
用
。）
と
し
て
劉
貴
人
へ
の
賜
死
が
外
戚
部
族
へ
の
攻
撃
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。

(
)

『
魏
書
』
に
は
太
武
帝
を
皇
太
子
に
立
て
た
こ
と
を
明
記
す
る
個
所
が
無
い
。
巻
三
、
太
宗
紀
、
泰
常
七
年
の
条
に
は
「
夏
四
月
甲
戌
、
封
皇
子
燾

27

為
泰
平
王
、
燾
、
字
佛
釐
、
拝
相
国
、
加
大
将
軍
。
…
…
初
、
帝
素
服
寒
食
散
、
頻
年
動
発
、
不
堪
万
機
、
五
月
、
詔
皇
太
子
臨
朝
聴
政
。
是
月
、
泰

平
王
摂
政
。
」
と
あ
り
、
太
武
帝
が
皇
太
子
と
し
て
臨
朝
聴
政
し
た
と
あ
る
が
、
そ
の
す
ぐ
後
ろ
に
は
泰
平
王
と
し
て
摂
政
し
た
と
あ
る
。
ま
た
巻
四
、

世
祖
紀
上
の
冒
頭
に
は
「
泰
常
七
年
四
月
、
封
泰
平
王
、
五
月
、
為
監
国
。
太
宗
有
疾
、
命
帝
総
摂
百
揆
、
聡
明
大
度
、
意
豁
如
也
。」
と
あ
り
、
監

国
と
な
っ
た
こ
と
は
明
記
さ
れ
る
が
、
皇
太
子
と
い
う
文
言
は
無
い
。
本
文
中
に
引
用
し
た
崔
浩
の
建
議
は
北
魏
の
太
子
監
国
の
内
実
を
指
す
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
（
曹
文
柱
「
北
魏
明
元
・
太
武
両
朝
的
世
子
監
国
」（
『
北
京
師
範
大
学
学
報
（
社
会
科
学
）
』
一
九
九
一
年
第
四
期
）
、
李
凴
「
太

子
監
国
」
（
李
氏
前
掲
註(

)

書
、
第
二
章
）
、
窪
添
慶
文
「
北
魏
の
太
子
監
国
制
度
」
（
『
魏
晋
南
北
朝
官
僚
制
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
、

5

参
照
。
）
が
、
し
か
し
そ
の
中
に
あ
る
「
儲
副
」
や
「
国
副
主
」
が
何
を
指
す
も
の
な
の
か
、
ま
た
皇
太
子
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
な
ど
の
点

は
未
だ
充
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
北
魏
の
皇
太
子
制
度
に
つ
い
て
は
今
後
別
稿
を
も
っ
て
論
じ
た
い
。

(
)

『
魏
書
』
中
か
ら
確
認
さ
れ
る
雲
中
金
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
人
物
は
、
明
元
帝
、
太
武
帝
、
景
穆
太
子
、
文
成
帝
、
献
文
帝
、
明
元
帝
の
皇
后
姚
氏
、

28

太
武
帝
の
皇
后
赫
連
氏
、
杜
貴
嬪
（
太
武
帝
生
母
）、
賀
夫
人
（
景
穆
太
子
生
母
）、
閭
氏
（
文
成
帝
生
母
）
、
李
貴
人
（
献
文
帝
生
母
）、
李
夫
人
（
孝

文
帝
生
母
）、
林
氏
（
廃
太
子
生
母
）
で
あ
る
。

(
)

李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
五
七-

一
六
一
頁
、
参
照
。

29

5

(
)

巻
五
、
高
宗
紀
、
和
平
五
年
夏
四
月
の
条

30

(
)

呂
思
勉
『
両
晋
南
北
朝
史
』（
開
明
書
店
、
一
九
四
八
年
）、
五
〇
八-

五
一
〇
頁
、
参
照
。

31

(
)

大
沢
陽
典
「
馮
后
と
そ
の
時
代
」（
『
立
命
館
文
学
』
一
九
二
、
一
九
六
一
年
）、
参
照
。

32
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東
洋
史
論
集
四
三

(
)

鄭
欽
仁
「
北
魏
中
給
事
（
中
）
稿
」（
『
食
貨
』
復
刊
第
二
巻
第
六
期
、
一
九
七
二
年
）、
参
照
。

33

(
)

李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
八
六
頁-

一
九
八
頁
、
参
照
。

34

5

(
)

川
本
芳
昭
「
孝
文
帝
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
改
革
」（
初
出
一
九
八
一
年
、
川
本
氏
前
掲
註(

)

書
、
第
二
篇
第
五
章
）、
参
照
。

35

23

(
)

川
本
氏
前
掲
註(

)

書
、
三
一
三
頁
、
引
用
。

36

23
(

)

こ
の
川
本
氏
の
説
に
は
窪
添
慶
文
氏
の
批
判
が
あ
る
（
窪
添
慶
史
「
長
楽
馮
氏
に
関
す
る
諸
問
題
」（
『
立
正
史
学
』
一
一
一
、
二
〇
一
二
年
）
、
参
照
）
。

37

窪
添
氏
は
特
に
「
迄
后
之
崩
、
高
祖
不
知
所
生
。
」
と
い
う
一
文
が
「
孝
文
帝
は
自
分
の
生
母
が
文
明
太
后
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
解
釈

す
る
と
前
後
の
文
と
論
旨
が
切
断
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
「
生
家
（
李
氏
）
の
人
々
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
。
確
か
に
論
旨
の
断
絶
は
否
め
な
い
が
、
本
文
中
に
示
し
た
川
本
氏
が
挙
げ
た
巻
八
三
上
、
李
鳳
伝
の
「
太
和
十
二
年
、
高
祖
将
爵
舅
氏
、

詔
訪
存
者
。」
と
あ
る
の
に
続
い
て
、
「
而
恵
諸
従
以
再
罹
孥
戮
、
難
於
応
命
。
唯
道
念
敢
先
詣
闕
、
乃
申
后
妹
及
鳳
兄
弟
子
女
存
者
。
於
是
賜
鳳
子
屯

爵
柏
人
侯
、
安
祖
浮
陽
侯
、
興
祖
安
喜
侯
、
道
念
真
定
侯
、
従
弟
寄
生
高
邑
子
、
皆
加
将
軍
。
」
と
あ
り
、
実
際
に
孝
文
帝
の
詔
に
応
じ
て
李
氏
一
族

の
道
念
が
進
み
出
て
、
李
夫
人
の
妹
や
李
鳳
（
李
夫
人
の
父
李
恵
の
従
弟
）
の
兄
弟
子
女
ら
が
存
命
で
あ
る
こ
と
を
申
告
し
、
さ
ら
に
李
鳳
の
子
弟
ら

が
封
爵
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
馮
太
后
の
崩
御
は
太
和
十
四
年
で
あ
っ
て
、
太
和
十
二
年
の
詔
に
応
じ
た
李
氏
一
族
へ
の
封
爵
は
馮
太
后
の
存
命
中

に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
窪
添
氏
の
見
解
は
成
り
立
ち
が
た
い
と
考
え
る
。

(
)

こ
の
皇
帝
の
乳
母
を
皇
太
后
に
尊
ぶ
事
例
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
度
（
第
六
十
二
回
）
九
州
中
国
学
会
に
お
い
て
「
北
魏
の
保
太
后
―
そ
の

38

「
母
子
」
関
係
と
政
治
的
位
相
」
と
題
し
て
報
告
を
行
っ
た
。

(
)

巻
六
、
顕
祖
紀
、
皇
興
二
年
夏
四
月
の
条

39

(
)

李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
九
八-

二
〇
七
頁
、
参
照
。

40

5

(
)

巻
七
上
、
高
祖
紀
上
、
太
和
元
年
冬
十
月
の
条
「
誅
徐
州
刺
史
李
訢
。
」、
同
、
太
和
二
年
十
有
二
月
癸
巳
の
条
「
誅
南
郡
王
李
恵
。」

41

(
)

太
和
二
十
一
年
十
月
に
恂
が
謀
反
の
罪
で
賜
死
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
後
皇
后
号
は
は
く
奪
さ
れ
、
庶
人
と
さ
れ
た
。

42

(
)

但
し
こ
の
皇
后
号
は
皇
帝
嫡
妻
と
し
て
の
皇
后
と
区
別
す
る
た
め
に
、
皇
后
の
上
に
某
を
冠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

43
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北
魏
に
お
け
る
所
謂
子
貴
母
死
に
つ
い
て
（
稲
田
）

(
)

川
本
氏
前
掲
註(

)

書
、
三
〇
六
頁
、
参
照
。
な
お
、
李
凴
氏
は
巻
一
三
、
霊
皇
后
胡
氏
伝
に
宣
武
帝
の
后
妃
ら
が
子
貴
母
死
を
恐
れ
て
太
子
を
生

44

23

む
の
を
望
ま
ず
、
ま
た
皇
子
が
死
亡
す
る
事
例
が
相
次
い
で
い
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
継
者
不
足
に
陥
っ
た
た
め
に
宣
武
帝
が
子
貴
母
死
を
廃
止
し

た
と
す
る
（
李
氏
前
掲
註(

)

書
、
一
六
五
頁
、
参
照
）
。
本
文
に
述
べ
た
よ
う
に
子
貴
母
死
は
孝
文
帝
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら

5

間
も
な
い
宣
武
帝
の
代
で
は
廃
止
が
守
ら
れ
る
の
か
否
か
わ
か
ら
ず
、
右
の
よ
う
な
事
態
に
陥
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

(
)

川
本
芳
昭
「
北
族
社
会
の
変
質
と
孝
文
帝
の
改
革
」（
初
出
一
九
八
一
年
、
川
本
氏
前
掲
註(

)

書
、
第
二
篇
第
四
章
）、
参
照
。

45

23

(
)

趙
翼
『
廿
二
史
劄
記
』
巻
一
三
、
魏
書
紀
伝
互
異
処

46

(
)

主
な
も
の
に
周
一
良
「
王
玄
威
与
婁
提
哀
悼
献
文
帝
」
（
『
魏
晋
南
北
朝
史
札
記
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）
、『
周
一
良
集

第
二
巻

魏
晋
南
北

47

朝
史
札
記
』（
遼
寧
教
育
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
所
収
）、
田
氏
前
掲
註(

)

書
、
劉
宇
衛
「
「
子
貴
母
死
」
故
事
的
社
会
必
要
性
和
他
国
歴
史
前
例

7

的
十
個
論
点
」（
『
北
朝
研
究
』
七
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

(
)

中
華
書
局
本
、
巻
一
三
、
皇
后
伝
、
校
勘
記
、
参
照
。

48
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